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五

む

す

び

闘

は

し

が

き

退
職
積
立
金
及
退
職
手
當
法
は
、
昭
和
十

一
年
六
月
三
日
法
律
第
四
二
號
と
し
て
公
布
さ
れ
、
昭
和
十
二
年

一
刀

一
日
施
行
さ
れ

(

一
)

た
も
の
で
、
最
近
に
お
け
ろ
最
も
重
要
な
社
會
立
法
で
あ
る
。

本
立
法
の
社
会
的
背
景
及
び
そ
こ
に
う
か
が
は
れ
る
わ
が
社
會
立
法
の
動
向
に
つ
い
て
は
す
で
に
他
の
機
會
に
私
の
考

へ
を
述
べ

(
二
)

(
三
)

た
。
叉
本
法
全
膣
の
諸
規
定
に
關
し
て
も

一
慮
の
解
説
を
行
つ
た
。
そ
れ
で
こ
の
小
稿
に
お
い
て
は
本
法

の
持
つ
主
要
な
特
色
を
示

退
職
積
立
全
及
退
職
手
當
法
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要
問
題
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法

政

研

究

第
七
巻

第

二
號

五
六
四

【
四
)

す

二

、

三

の
問

題

に

つ

き
考

察

し

よ

う

ざ

思

ふ
、

そ

の

一
は
、

本

法

ご
失

業

両

題

ざ

の
關

聯

で

あ

つ

て
、

之

を
本

法

制

定

の
滑

車

に

つ

い

て

明

ら

か

に

す

る
と

共

に

、

本

法

の
失

業

封
策

こ
し

て
の
意

義

ご
、

そ

の
將

來

に

お

け

る
獲

展

の

方

向

を

う

か

が

う
も

の
で

あ

る
。

そ

の

二

は
、

退

職

手
灘口日
慣

行

が
本

法

に

よ

つ

て

い

か

な

る
鮎

を

合

理

化

さ

れ

た

か

で

あ

つ

て
、

本

法

に
構

成

さ

れ

た

制

度

ご
慣

行

と

を

比
較

す

る

も

の

で
あ

る
。

そ

の
三

は
、

本

法

の
適

用
範
囲

を
蔭
、
味

す

る
こ

ご

に
よ

つ
て

從
來

の
慣

行

を

普

及

す

る
目

的

が

ご

の
程

度

に
行

は

れ

て

ゐ

る
か

を

知

る

も

の

で

あ

る
。

な

ほ
最

後

に
本

法

が
労
働

法
龍

系

中

に

お
い

て
占

め

る
地

位

に

つ
い

て

考

へ
た
い

ざ
思

ふ
。

(
一
)

退

職
積
立
金
及
退
職
手
當
法
施
行
期
日

ノ
件

昭
利
十

一
年

十

一
11

二
十
八
日
勅
分
第
四

=
二
號

.

(
二
)

菊

池
勇
夫

『
最
近

の
労
働
立
法
』
(
東
京
帝
國
大
農
新
聞
昭
和

一
一
、

一
】
、

一
六
日
第

六
四
七
號
)
及

び

『
我

國
に
於
け
る
耽
會
立
法

の
援
注
』
(
國
家
學
會
五
十
周
年
記
念

「
國
家
學
論
集
」
所
牧
)

三
三
頁
参
照

.

(
三
)

菊

池
勇
夫

『
労
働
法
』
(
新
日法
學

杢
集
所
牧
)

二
〇

四
-
一
コ
ニ
六
頁
参
照

、

(
四
)

本
法
施
行

冨
初
に
出

た
も

の
と
し
て
私
の

『
労
働
凄
』
に
滲

考
し
た
文
献

は
次

の
二

つ
で
・あ
つ
た

.

労
働

事
情
調
査
所
編

『
退
職
積

立
金
及
退
職
季
當

抜
詳

醇
』
(
昭
和

一
一
年
)
.

赤

松

小
寅

『
退

職
積
立
金
及
退
職
手
當
法
令
解
説
』
(
法
律

時
報
、
九
巻

〔
昭
和

一
二
年
〕

一
號
)
.

μ取
近
さ
ら
に
次

の
二
良
勲
口
を
加

へ
た
。

沼
越

正
己

『
退
職
積
立

金
及
退
職
手
當

法
糧

義
』
(
昭
和

一
二
年

三
月
)
、



後
藤
清

『
退
職
積

立
金
及
退
職
手
常
法
論
』
(
昭
和

一
二
年
四
月
)
、

な
ほ
解
雇

・
退
職

手
當

に
關
す

る
外
國
文
献
と
し
て
は
1 E

v
e
r
e
t
t
 
D
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二

立

法

の

浩

革

-

失
業
封
策
と
し
て
の
意
義

退
職
積
立
金
及
退
職
手
當
法
の
制
定
さ
れ
る
に
至
つ
た
端
緒
は
失
業
保
険

問
題
と
關
聯
し
て
ゐ
る
。
す
な
は
ち
昭
和
八
年
ジ
ュ
ネ

ー
ヴ
に
開
催
さ
れ
た
第
十

七
回
國
際
労
働
総
曾
に
お
い
て
失
業
封
策
と
し
て
の
失
業
保
険

及
び
そ
の
他
の
失
業
救
濟
が
議
題
と
な
つ

た
際
に
、
我
國
の
全
國
産
業
團
體

聯
合
曾
は
失
業
保
険
反
対

の
態
度

ぜ
明
ら
か
に
し
た
意
見
の
中
で
、

「
本
邦
独
特

に
畿
達
せ
る
解

(
一
)

雇
叉
は
退
職
時
に
於
け
る
手
當
の
合
理
化
と
其
の
普
及
と
を
固

る
を
以
て
可
と
す
べ
し
」
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
内
務
省
の
社
會
局
が
失
業
封
策
を
考
究
す
る
に
営
り
、
解
雇

・
退
職
手
當
制
度
の
立
法
に
よ
る
確
保
に
著
目
し
、
漸
く
退

職
積
立
金
法
案
要
綱
と
し
て
具
籠
化
し
九
も
の
を
昭
和
十
年
七
月
に
失
業
封
策
委
員
會

へ
附
議
す
る
こ
と
に
な
つ
た
。
こ
の
委
員
會

は
昭
和
七
年
に
失
業
問
題
の
解
決
方
法
を
調
査
研
究
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
内
務
省
社
會
局
内
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
、
右
の
退

職
積
立
金
法
案
要
綱
は
該
委
員
曾
の
特
別
委
員
魯
に
お
い
て
更
に
小
委
員
を
設
け
て
審
議
を
重
ね
た
結
果
同
年
六
月
十
八
日

一
鷹
成

(
二
)

案
を
得
た
も
の
で
あ
つ
た
。

退
職
積
立
金
法
案
要
綱
の
原
案
た
る
小
委
員
曾
案
が
公
表
さ
れ
て
か
ら
、
労
資
の
利
害
當
事
者
を
は
じ
め

一
般
輿
論
が
賛
否
の
意

退
職
積
立
金
及
退
職
手
當
法
の
主
要
問
題

五
六
五



法

政

研

究

第
七
巷

第
二
號

五
六
六

見
を
九

玉
か
は
す
こ
ご
x
な
つ
た
。
殊
に
事
業
主
側
の
全
國
産
業
團
體

聯
合
會
は
、
か
つ
て

「
手
當
の
合
理
化
と
共
の
普
及
」

を
主

張
し
た
の
に
反
し
て
、
法
制
化
絶
対
反
対

の
態
度
を
示
し
た
。
そ
れ
で
特
別
委
員
會
は
案
の
成
立
を
計
る
爲
に
先
の
小
委
員
會
ご
社

(
三
)

會
局
當
局
に
再
討
議
を
委
触
た
。
結
局
小
委
員
曾
は
同
年
十
二
月
十
六
日
に
原
案
を
後
退
的
に
修
正
し
た
要
綱
を
決
定
し
た
。

右

の
修
正
要
綱

は
、
同
年
十
二
月
二
十
日
の
特
別
委
員
會
、
次
い
で
同
二
十
四
日
の
失
業
封
策
委
員
會
第

四
同
絡
會
で
そ
れ
ぞ
れ

可
決
さ
れ
九
。
し
か
し
て
失
業
封
策
委
員
曾
が
該
要
綱
を
内
務
大
臣

へ
建
議
し
忙
決
議
の
文
面
は
次
の
如

き
も
の
で
あ
つ
た
。

退
職
積
立
金
制
度

二
關

ス
ル
決
議

今
ヤ
我
國
工
業
界
ノ
好
況
二
件
ヒ
工
場
労
働

者
等
ノ
失
業
…状
況

ハ
相
當
緩
和

セ
ル
モ
將
來
或

ハ
此
ノ
反
動
ノ
來
ル

コ
ト
ナ
キ
ヲ

保

シ
難
キ
ヲ
以
テ
事
業
界
ノ
比
較
的
安
定
ヲ
得

一
部

ニ
ハ
相
當
繁
榮
ヲ
見
ツ
ッ
ア
ル
今
日
二
於
テ
將
來

二
備

ヘ
テ
相
當
ノ
積
立
ヲ

爲

シ
退
職
解
雇
等
ノ
場
合

二
之
ヲ
給
與

セ
シ
ム
ル
等
ノ
方
法
二
依
り
失
業
ノ
苦
痛
ヲ
緩
和
ス
ル
ノ
措
置

ヲ
講
ズ
ル
コ
ト
肝
要
ナ
リ

我
國

二
於
テ
ハ
労
働
者

二
封
ス
ル
福
利
施
設
ト
シ
テ
從
來
解
雇
手
當
叉

ハ
退
職
手
當
ノ
慣
行
ア
リ
失
業

ノ
場
合
ノ
生
活
扶
助

二

寄
與

ス
ル
所
勘
ジ
ト
セ
ズ
此
ノ
慣
行
ヲ
法
制
化
シ
之
ガ
普
及
ヲ
圖
リ
且
平
時

ヨ
リ
之
ガ
爲
積
立
金
ヲ
爲
サ

シ
メ
共
ノ
支
払

ヲ
確
保

ス
ル
コ
ト
ハ
我
國
産
業
ノ
實
情

二
適

シ
労
働
者
ノ
幅
利
ヲ
増
進
ス
ル
ト
共

二
叉
將
來

二
備

フ
ル
失
業
封
策

ノ

一
助
タ
ル
所
以
ナ
リ

之
ガ
爲
別
紙
要
綱
ノ
如
キ
退
職
積
立
金
制
度
ヲ
法
制
化
ス
ル

コ
ト
ハ
現
下
ノ
状
況

一一
鑑
、、、
緊
要
ナ
ル
施
設
ナ
リ
ト
認
ム

退
職
積
立
金
及
退
職
手
當
法
案
は
、
失
業
封
策
委
員
會
の
要
綱
に
多
少
の
修
正
ご
整
備
を
加

へ
九
も
の
と
し
て

、
第
六
十
八
議
會



解
散
後
の
特
別
議
會
た
る
昭
和
十

一
年
五
月
に
お
け
る
非
常
時
戒
嚴
令
下
の
第
六
十
九
議
會
に
提
出
さ
れ
た
。
そ
し
て
同
法
律
案
は

更
に
四
ヶ
條
に
亘
つ
て
後
退
的
修
正
を
受
け
、
爾
院
の
附
帯
決
議
を
件
つ
て
漸
く
通
過
し
た
。
本
法
は
同
年

六
月
三
日
に
公
布
さ
れ

る
ご
共
に
、
社
会

局
で
は
爾
院
の
附
帯
決
議
の
趣
旨
に
よ
り
、
七
月
に
退
職
積
立
金
及
退
職
手
當
法
施
行
準
備
調
査
會
を
設
け
叉
關

係
者
団
体

へ
諮
問
し
て
意
見
を
徴
し
た
。
こ
の
調
査
會
の
審
議
の
結
果
を
以
て
十

一
月
末
か
ら
十
二
月
に
亘
り
施
行
関
係

の
勅
令
及

(
四
)

び
内
務
省
令
蛇
び
に
関
係
官
制
や
法
令
の
改
正
が
公
布
さ
れ
、
昭
和
十
二
年

一
月

一
日
に
實
施
の
蓮
び
と
な
つ
忙
の
で
あ
る
。

(
一
)

國
際
労
働

総
會

の
構
成
に

つ
い
て
は
、
菊
池
勇
夫

『
労
働
法
』
(
新
法
學
全
集
所
牧
)

四
四
!
五
頁
参

照
。

叉
第
十
七
回
國
際
労
働

総
會

に
關

し
て
は
雑
誌

「
世
界

の
労
働

」
、

一
〇
巻

八
號
参

照
。

杢
國
産
業
團
體

聯
合
會

の
聲
明
書
は
次

の
如
く
で
あ
る
ー

「
失
業
保
険

制
度

が
所
期

の
目
的
を
達
し
得
る
や
否

や
は
、
之
を
諸
國

の
實
例
に
徴
す

る
も
樹
疑

の
存
す

る
虎
に
.し
て
、
而
も
本
邦

に
於
て
は

諸
外
國
と
異
な
り
解
雇
又
は
退
職
に
際

し
慰
勢

金
若
は
手
當
金
を
支
給

す

る
の
制
度
相
當
に
獲
達
し
、
勢
資

の
情
誼
及
道
徳
的
連
繋
を
保

つ
に

多
大

の
貢
献
を
爲

し
つ
エ
あ

リ
、
故
に
今
遽

に
失
業
保
険

制
度
に
關
す

る
國
際
條
約
を
採
揮

す
る
の
必
要
な
か
る
べ
し

失
業
に
対
す

る
救
濟
は

一
方
積
極
的
に
産
業

の
隆
盛

を
圖
リ
、
以

て
労
働

の
機
會
を
多

か
ら
し

め
、
他
方
本
邦
独
特

に
獲
淫
せ
る
解
雇
叉
は

退
職
時
に
於
け
る
手
當

の
合
理
化
と
其

の
普
及
と
を
圖

る
を
以

て
可
と
す
べ
し
」

(
二
)

失
業
封
策
委
員
會

は
、
昭
利

七
年

八
月
十

一
日

の
第

二
回
総
會
で
、

「
失
業
労
働

者
敦
濟

の
爲

に
す
る
事
業

の
種
圓
、

施
行

方
法
、
量

、

財
源
等
を
如
何

に
す
べ
き
や
、

其
の
不
充
分

の
場
合
、

救
濟

の
爲

採
る
べ
き
方
法
如
何
」
と
云
ふ
問
題
を
特
別
委
員
會
を
設
け

て
審
議
さ

せ
る

こ
と
と
し
た
。
特
別
委
員
會
は

、
慮
急
事
業
に
依
る
失
業
救
濟
施

設
と
慮
急
事
業

以
外

の
方

法
に
依
る
失
業
救
濟
施
設
と
に
分
け
て
審
議
を
進

め
た
。
前
者

に
關
し

て
は
、
各
種

の
失
業
救
濟
慮
急

事
業

叉
は
時
局
匡
救
諸
事
業

が
當
時

の
政
府

に
よ

つ
て
實
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
リ
、
委
員

會
と
し

て
別
段
の
決
定
事
項
を
纒

め
る
こ
と
な
く
濟

ん
だ
。
後
者

の
間
題
に
關
し

て
は
、
特
罰
委
員
會
が
先
づ

「
日
傭
労
働

者

の
失
業
救
濟
施

設
の
改
善
奨
働

に
關
す
る
決
議

樂
」
を
作
成
し
、
昭
和
八
年

六
月
二
十
五
H

の
失
業
封
策
委
員

曾
第

三
回
総
會
に
よ

つ
て
採
揮
さ
れ
た
。
他
方
、

浪
訂
職
積

立
金
及
浪
個職

手
當
門法

の
主
要
問
題

五
六
七



法

政

研

究

箪

七
巻

第

二
號

、

五
六
八

日
傭
労
働

者
以
外

の
失
業
救
濟
施

設
の
う

ち
失
業
保
険

制
度
叉
は
解
雇
手
當
制
度

の
金
銭
的
敦
演
方

法
の
問
題
、
特

に
日
本

の
國
情

に
適
す
る

調
度

の
研
究

の
爲
に
更
に
小
委
員
會
を
設
け
た
。

退
職
積
立
金
法
案

要
綱

の
原
案

を
審
.議
作
成
し
た

の
は
こ
の
小
委
員
會

で
あ
る
。
小
委
員
會

に
お

い
て
は
右

の
退
職
積
立
金
法
案

要
綱

に
到
達
す

る
迄
に
、
解
雇
手

冨
剃
度
要
綱

(
二
案
)

及
び
失
業
手
富
制
度

要
綱

(
一
案
)
に
つ

い
て

審

議
を
行

な
ひ
、

い
つ

れ
も
不
適

審
と
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら

三
案

の
内

容
孜
び
審
議
経
過

に
つ

い
て
は
、
赴
會
局
労
働

怒
刊
行

「
退
職
積

立

金
法
案

要
綱
及
資
料
」
に
採
録

"、」れ
て
居
リ
、
叉
沼
越

、
九
〇
1

九
六
頁
に
詳

細
記

さ
れ

て
ゐ
る
、

(
三
)

要
綱
原
案
の
理
由

を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
は
、
立
案
常
局
者

の

一
人
た
る
北
岡
壽
逸

氏

の
諸
論
文
が
委
曲
を
誰
し
て
ゐ
る

(
杜
倉
政
策

時
報
、
昭
和
十
年
八
月
號
其
他
所
載
)
、

叉
賛
否
爾
論

を
掲
載
し
た
も
の
と
し
て
、
「
エ
コ
ノ
、・・
ス
ト
」

(
昭
和

ρ
○
年

八
月

日
日
、
同

二

H

九
月

一
一
日
諸
號
)
及

「
法
律
時
報
」
(
七
巻
九
號
)
参
照

.

な
ほ
小
委
員

曾
原
案

公
表

か
ら
修

露
条
決
定
迄

の
時
期
に
お
け

ろ
各
方
面

の
論
議

の
大
要
に
開
し
て
は
、
後
藤
清

『
富
面
の
労
働

法
問
題
ユ

(
昭
和

一
一
年
)

一
九
頁

以
下
を
、
又
こ
れ
ら
論
議

の
要
旨
を
表
示
し
た
も

の
と
し

て
は
、
吐

曾
局
労
働

部
刊
行

「
資
料

」
よ
り
沼
越

、
前
掲

書

一
〇

↓二

日
一
〇
頁
が
採
録
し
て
ゐ
る
も
の
を
参

照
。

野

(
四
)

本
法
直
接

の
閥
係
法
令
は
次

の
如
く
で
あ

る
。

退
職
積
立
金
及
退
職
華
當
法
施
行
令

(
昭
和

日
一
、

日
日
、

三
〇
勅
令
四

日
四
號
)

退
職
積
立
金
及
退
職
手
常

法
施
行
規
則

(
昭
利

一
一
、

一
一
、
三
〇
内
務
省
令
四
六
號
)

退
職
積
立
金
及
退
職
手
當
法
ノ
供
託
國
債

二
封

ス
ル
権
利
ノ
實
行

二
關

ス
ル
件

(
昭
和

一
一
、

一
二
、
二
二
勅

令
囚

五
〇
號
)

右

の
外
、
社
倉

局
官
制
、
警
観
晦

甘
制
、
北
海
道
聴
官
制
及
び
地
方
官
官
制

の
改
正

(
昭
利

一
一
、

一
一
、

コ
一〇
勅

令
四

一
五
乃
至
四

一
八

一號
)
、
鑛
山

監
督
【H凋
官
μ制

の
改
正

(
昭
利

一
一
、

一
二
、

二
八
勅
令
囲
口
五
六
…號
)

仲か
行

ー1
九
γ、
〃
・
の
仙
賄
に
も
郵
便
規
則
巾
・
改
正

(
昭
利

一
一
、

日
二
、
二
六
遮
信
省
令

七
五
號
)

が
あ
る
。

以
上
に
本
法
制
定
の
滑
車
を
略
述
す
る
こ
こ
ろ
に
よ
つ
て
う
か
が
は
れ
る
や
う
に
、
本
法
が
失
業
封
策
ご
し
て
持
つ
意
義
が
問
題

と
な
る
。



失
業
封
策
委
員
曾
の
小
委
員
曾
は
、
先
づ
失
業
保
険

制
度
に
關
し
て
審
議
し
た
が
、

「
失
業
保
険

制
度

は
、
祀
倉
各
方
面
に
対
す

る
影
響
も
重
大
で
あ
り
、
制
度
の
内
容
に
付
て
も
術
充
分
考
究
の
必
要
が
あ
る
…
…
即
ち
我
國
の
経
済
産
業
の
實
情
、
人

口
増
加
の

趨
勢
等
を
考
慮
し
、
國
慨
に
適
す
る
制
度
に
關
し
て
は
、
之
を
將
來
の
研
究
題
目
と
し
て
残
し
た
」

ざ
云

ふ
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し

(
五
)

て
小
委
員
會
は
失
業
保
険

制
度
ご
本
法
の
制
度
と
を
比
較
し
て
そ
の
異
同
を
次
の
諸
貼
に
認
め
た
も
の
の
や
う
で
あ
る
。

類
似
し
た
る
事
項

(
一
)
勢
資
墾
方
に
於
て
賃
金
に
対
す

る

一
定
額
の
醸
出
を
爲
す
も
の
で
あ
る
。

(
二
)
職
を
離
れ
た
る
場

合
を
主
た
る
支
給
條
件
ε
爲
す
も
の
で
あ
る
。

相
違
し
た
る
專
項

(
一
)
失
業
保
険

に
於
て
は
勢
資
の
外
政
府
も
亦

一
定
額
を
醸
出
す
る
を
例
ご
す

る
も

(
伊
太
利
の
如
き
例

外
も
め
る
)
本
法
の
制
度

に
於
て
は
政
府
は
醸
出
を
爲
さ
な
い
。

(
二
V
失
業
保
険

の
給
付
は
失
業
を
第

一
の
條
件

と
す
る
に
反

し
、
本
法
の
制
度

は
原
則
と
し
て

退
職
の
場
合
の
全
部
に
付
て
給
與
が
あ
り
勤
続
年
数
に
比
例
す
る
も
の
で
あ
る
。

二
二
)
失
業

保
険

制
度

は
社
會
保
険

に
し
て
危
険

の
分
散
を
意
味
し
、
本
法
の
制
度

は
職
業
主
の
負
担

に
対
し
危
険

分
散
の
意
義

は
含
ま
れ
て

居
な
い
。

(
悶
じ

失
業
保
険

制
度
は
失
業
者
救
濟
の
意
義
の
外
に
、
國
家
的
見
地
に
於
て
労
働

力
の
保
護

の
目
的
を
有
す
る
。
本

法
の
制
度

は
労
働
者
の
退
職
時
に
於
け
る
給
與
制
度
の
確
立
を
主
た
る
目
的
こ
す
る
も
の
で
あ
る
。

右

に
両
者
の
相
違
黙
と
し
て

列
學
さ
れ
た
う
ち
の
、
(
一
)
・
(
三
)
・
(
四
)
が
牛
業
株
瞼
制
の
理
論
的
長
所
で
あ
る
こ
と
明
ら
か
で

あ
る
。

(
二
)
に
つ
い
て
は

「
失
業
保
険

は
永
年
勤
続

者
も
失
業

す
る
こ
と
な
き
と
き
は
、
醸
出
す
る
の
み
に
し
て
給
與
を
受
く
る

こ
と
な
く
、
短
期
の
勤
続

者
も
失
業

す
る
こ
ご
多
け
れ
ば
給
與
を
受
く
る
こ
ざ
大
で
あ
り
、
之
れ
勤
勉
な
る
も
の
の
負
携

に
於
て
怠

退
醗
積

立
金
及
退
職
羊
・堂
円法

の
主
要
闇
マ
題

五
六
九



法

政

研

究

第

七
巻

第

二
號

五

七
〇

亀

(
六
)

惰
な
も
の
を
救
濟
す
る
こ
の
非
難
を
生
す
る
所
以
で
あ
る
」

と
註
繹
さ
れ
た
。
し
か
し
保
険

事
故
を
生
じ
な
い
者
が
給
與
を
受
け
な

い
こ
ご
は
就
曾
保
険

が
利
己
的
個
人
主
義

ご
対
立
す
る
制
度
ご
し
て
當
然
で
あ
り
、
叉
失
業
者
は
不
任
意
失
業
の
状
態

に
在
る
黙
で

怠
惰
者
ご
異
な
る
か
ら
怠
惰
者
救
濟
の
非
難
も
理
論
上
誤
謬
で
あ
る
。
た
だ
實
際
上
往

々
右
の
非
難
を
受

け
る
や
う
な
場
合
を
生
す

る
こ
す
れ
ば
、
そ
れ
は
制
度
の
組
織
や
運
用
に
關
し
大
い
に
留
意
す
べ
き
鮎
で
あ
る
と
云
は
ね
ば
な
ら
な
い
。

次
に
小
委
員
曾
は
解
雇
手
當
制
度
ご
失
業
手
當
制
度
を
審
議
し
た
が
、

こ
れ
ら
諸
案

の
要
旨
は
次
の
や
う
な
も
の
で
あ
つ
忙
。

解
雇
手
當
制
度

(第

一
案
)
事
業

王
が
被
傭
者
を
解
雇

す
る
場

省
に
法
定
の
最
低
限
度
以
上
の
解
雇
手
當
を
支
給
す
べ
き
こ
と

を
定

め
、
之
が
爲

事
業
主
を
し
て
基
金
を
設
け
積
立
を
爲
さ
し
め
、
其
の
管
理
方
法
及
び
保
護
に
付
規
定
す
る
こ
と
。

(第

二
案

)
工
場
法
施
行
令
第

二
十
七
條
ノ
二
を
改
正
し
、
勤
綾
期
闇

一
定
年
数
以
上
の
職
工
を
解
雇

す
る
場
合
に
於
て
は
勤
続

年
数

に
應
じ
、
例

へ
ば
賃
銀

三
十
日
分
以
上
又
は
五
十
日
分
以
上
の
手
當
を
支
給
せ
し
む
る
こ
ご
。
鑛
山

に
於
て
も
雇
傭
勢
役
規

則
に
依
り
右
に
準
じ
手
當
を
支
給

せ
し
む
る
こ
ご
。

事
業
主
別
失
業
手
當
制
度

事
業
主
を
し
て
失
業
手
當
基
金
積
立
金
ご
し
て

一
定
の
醸
出
を
爲
さ
し
め
、
國
に
於
て
事
業
主
別
の
勘
定
を
設
け
て
之
を
管
理

し
、
當
該
事
業
主
の
解
雇

し
た
る
被
傭
者
に
し
て
失
業
せ
る
者
に
対
し
右
基
金
よ
り

一
定
の
標
準
に
依

る
手
當
を
支
給
す
る
こ
ざ
。

以
上
の
三
案

は
、
い
つ
れ
も
事
業

主
別
に
そ
の
解
雇

し
た
被
傭
者

へ
の
手
當
支
給
を
張
制
す
る
猫
で
、
危
険

分
散
の
社
魯
保
険

ご



異
な
り
現
行
法
と
共
通
す
る
。
こ
れ
ら
に
対
す

る
非
難
こ
し
て
、

一
方
に
解
雇
手
當
制
度
に
つ
い
て
は
、

「艸労
働
者
が
失
業
す
る
や

否
や
、
失
業
期
閣
の
長
短
等
は
之
を
考
慮
せ
す
、
勤
続

期
間
の
長
短
に
依
り
別
個
の
見
地
か
ら
手
當
の
支
給
を
な
す
爲
に
、
勤
続

期

闇
短
き
労
働

者
は
概
ね
僅
少
の
手
當
を
受
く
る
に
止
ま
り
、
失
業

の
場
合

の
生
活
保
障

こ
し
て
甚
だ
不
充
分
な
る
を
冤
れ
な
い
し
こ

ご
を
指
摘
し
、
し
か
も
他
方
に
失
業
手
當
制
度
に
つ
い
て
は
、

「
雍
業
主
よ
り
解
雇
せ
ら
れ
た
る
労
働
者

が
、
解
雇
後
失
業
す
る
や

否
や
は
、
其
の
事
業
主
の
關
知
せ
ざ
る
所
に
し
て
、
失
業
に
対
す

る
施
設
を
前
事
業
主
に
負
担

せ
し
む
る
こ
と
は
理
由
な
き
こ
と
」

(
七
)

を
挙
げ

て
ゐ
る
。
し
か
し
も
ざ
よ
り
解
雇

・
退
職
手
當
慣
行
を
失
業
手
當
こ
し
て

「
合
理
化
ざ
其
普
及
と
を
圏

る
」
の
が
目
的
で
あ

つ
て
見
れ
ば
、
折
衷
的
性
質
に
対
す

る
非
難

は
さ
程
重
要
さ
を
持
た
な
い
も
の
ε
私
は
考

へ
る
。
叉
手
當

の
内
容
や
、
手
當
の
支
払

確
保
に
關

す
る
方
法
た
る
第

一
案
及
び
第
三
案
に
示
さ
れ
た
準
備
基
金
制
度
も
、
種

々
改
良
を
加

へ
得

る
も
の
で
あ
る
か
ら
強
い
非

難

に
値
し
な
い
。
現
行
法
の
制
度
も
殆
ん
ご
こ
れ
ら
ざ
変
ら
な
い
内
容
や
方
法
を
採
用
し
て
ゐ
る
の
で
あ

る
。
に
も
拘
ら
す
こ
れ
ら

の
案
が
捨
て
ら
れ
て
現
行
法
と
な
つ
た
こ
と
は
結
局
在
來
の
退
職
手
當
慣
行
の
法
制
化
に
止
つ
た
ご
云
ふ
鮎
に
意
味
が
あ
る
。
そ
れ

は
退
職
子
當
憤
行
の
持
つ
複
雑

な
内
容
、
即
ち
恩
恵
的
外
被
の
下
に
失
業
手
當

・
豫
告
手
當

・
張
制
貯
蓄
金

・
痩
疾
手
當

・
老
年
手

當

・
功
勢
金

…守
を
極

々
な
組
合
せ
で
併

せ
て
給
付
し
て
ゐ
た

も
の
に
典
型
を
與

へ
て
法
制
化
し
た
鐵
で
は
特

色
が
あ
る
け
れ
ご
も
、

他
面
失
業
封
策
こ
し
て
の
重
要
な
意
義

が
退
職
問
題

一
般
の
中
に
稀
薄
化

さ
れ
九
こ
ご
を
見
の
が
す
こ
ご
は
で
き
な
い
と
思
ふ
。

之
を
要
す
る
に
、
本
法
に
お
い
て
は
失
業
封
策
乙
し
て
肝
要
な
諸
制
度
が
回
遜
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
解
雇

手
當
た
る
特
別
手
當
に

關

す
る
規
定
の
如
き
も
著
し
く
不
充
分
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
今
日
退
職
の
名
を
以
て
呼
ば
れ
る
も
の
製
中

に
は
、
老
年

・
擾
疾
等

浪
競
職
積
立
金
及
浪
佃職

手
當
門法

の
主
要
問
.題

五
七

一



法

政

研

究

第
七
巻

第
二
號

五
七
二

に
よ
る
眞
の
自
然
的
退
職
で
な
く
、
客
観
的
に
は
不
任
意
失
業
た
ろ
解
雇

ご
異
な
ら
な
い
事
實
が
多
い
こ
と
を
考

へ
る
な
ら
ば
、
本

法
の
改
正
の
方
向
が
解
雇
手
當
を
失
業
手
當
と
し
て

充
實
す
る
黙
に
あ
る
も
の
と
云
は
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
し
て
手
當
支
給
確
保
の

鮎
か
ら
云
へ
ば
、
本
法
の
個
別
的
積
立
金
制
度

は
社
会
保
険

制

へ
の
過
渡
的
形
態
で
あ
り
、
改
正
の
目
標

は
國
庫
の
補
助
を
作
ふ
社

會
保
険

で
あ
る
。
更
に
現
行
法
の
趣
旨
を
徹
底
さ
せ
る
爲
に
は
、
解
雇
手
當

(特
別
手
當
)
は
失
業
保
険

に
、
そ
の
他
の
沢
職
手
當

は
老
年
保
険

及
び
擾
疾
保
険

に
焚
達
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
本
法
に
よ
つ
て
は
じ
め
て
制
度
化

さ
れ
た
被
傭
者
の
賃
金

か
ら
控
除

さ
れ
る
退
職
積
立
金
も
、
之
を
雇
傭
者
の
積
立
金
と
合
し
、
國
庫
の
補
助
を
加

へ
て
ゆ
く
く

は
失
業
保
険

を
實
現
す
る

(
八

)

た

め

の
素

地

を

作

る

も

の
と
し
て

、

は

じ

め

て

そ

の
発
展

的
意

義

を

見

出

し

得

る

と
考

へ
る
。

(
五
)

沼
越

、
八
八
!

九
〇
頁
参
照

(
六
)

同

上
、
九
〇
頁
参

照

(
七
)

同
上
、
九

三
・ー
九
五
頁
参

照

(
八
)

日
本

の
特
殊
事
情
を
考

へ
つ
エ
、
し
か
も
失
堂
保
険
制

の
必
要
を
蓮

べ
た
も

の
と
し

て
、
鷹
積
得
也
『
失
業
者

金
鈍
的
生
活
保
障
論
』
(
社

命
政
策

時
報

、

一
七
二
號
及

一
七
六
號
所
載
)
を
参

照
。

三

本

法

の

構

成

ー

慣
行
合
理
化
の
諸
鮎

本
法
は
從
來
の
退
職
手
當
慣
行
を
法
制
化
す
る
に
と
ゴ
ま
つ
た
こ
ご
は
前
節
.に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
右
の
法
制
化
の
目
標
は
、

退
職
手
當
慣
行
の
合
理
化
ε
そ
の
普
及
に
在

つ
た
。
そ
も
そ
も
こ
の
種
の
制
度
の

「合
理
化
と
其
普
及
を
岡

る
し

こ
と
は
事
業
主
側



の
機
蘭
た
る
全
國
産
業
団
体

聯
合
會
の
主
唱
し
た
こ
こ
ろ
で
あ
る
が
、
し
か
し
全
産
聯
は
法
制
化
に
対
し

て
は
眞
向
か
ら
反
対
し

仁
。

す
な
は
ち
合
理
化
も
普
及
も
事
業
主
側
の
自
焚
的
手
段
に
委
ぬ
べ
き
こ
ご
を
主
張
し
、
法
制
化
は

⑳

情
誼
に
基
づ
く
贈
與
た
る
退

職
手
當
を
法
的
に
張
制
す
る
鮎
に
お
い
て
、
②
中

・
小
企
業
に
対
す

る
過
重
負
憺
を
課
す
る
鮎
に
お
い
て
根
本
的
に
不
可
で
あ
る
と

し
九
。
な
ほ
本
法
の
要
綱
原
案
に
揚
げ
た
具
艦
的
規
定
に
關
し
多
数

の
項
目
に
亘
つ
て
反
対
理
由
を
基
げ
、
殊
に

(
イ
)
適
用
を
受

く
る
被
傭
者
中
に
職
員
を
含
む
べ
か
ら
す
ご
主
張
し
、

(
ロ
)
積
立
金
管
理
に
被
傭
者
の
参
與
を
認
め
る
の
は
事
業
維
螢
に
労
務
者

(

】
)

關
與
の
弊
を
作

る
も
の
で
あ
る
と
し
て

反
対
し

た
。
か
や
う
な
全
産
聯
の
反
対

は
要
綱
原
案
か
ら
法
令
の
制
定
ま
で
の
聞
に
殆
ん
ご

す
べ
て
後
退
的
修
正
こ
し
て
承
認
さ
れ
た
が
、
し
か
し
結
局
法
制
化
の
行
は
れ
た
黙
で
は
全
産
聯
の
根
本
的
反
対

を
明
白
に
理
由
な

い
も
の
ご
し
た
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
醇
風
美
俗
の
法
制
化
反
対

が
根
本
的
に
理
由
な
い
こ
と
は
敢
て
今
更
繰
返
す
を
要
し
な
い
が
、
具
艦
的
に
退
職
手
當
制

度
そ
の
も
の
は
果
し
て
我
國
独
特

の
温
情
的
慣
行
で
あ
る
か
否
か
も
問
題
で
あ
る
。
之
を
も
つ
ば
ら
徳
川
時
代
以
來
の
奉
公
関
係

に

お
け
る
濫
情
的
制
度
で
あ
る
ご
す
る
雇
傭
者
の
主
張
に
対
立

し
て
二
檬
の
見
解
が
現
は
れ
た
。
そ
の

一
つ
は

一
慮
退
職
手
當
慣
行
の

傳
統
的
起
源
を
承
認
し
た
上
で
、
こ
の
慣
行
が
資
本
主
義
的
本
質
ご
矛
盾
し
つ
玉
淺
存
七
た
過
程
に
現
在
慣
行
と
し
て
の
制
度
化
を

(
二
)

認
め
、
そ
こ
に
は
既
に
帥労
働
者
の
利
益
が
権
利

化
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
で
あ
る
。
他
の

一
つ
は
、
こ
の
慣
行
が
工
場

法
施
行
後
、
特

に
世
界
大
職
後
に
獲
達
し
た
事
實
を
根
擦
こ
し
て
、
軍
純
に
近
代
的
労
働
関
係

の
産
物
た

る
こ
と
を
認
め
、
失
業
手

(
三
)

當
た
る
性
質
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。

退
職
積
立
金
及
退
職
手
當
法
の
主
要
問
題

五
七
三



法
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研

究

第
七
巻

第
二
號

五
七
四

私
は
退
職
手
當
慣
行
を
近
代
的
労
働
関
係

の
産
物
と
認
め
る
者
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
こ
の
制
度
の
獲
達
の
時
期
が
世
界
大
職

時
以
後
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
之
を
制
度
化
し
て
ゐ
る
事
業
は
、
多
少
な
り
ご
も
封
建
的
家
族
主
義

の
基
礎
を
残
存
す
る
ご
云
ひ

得
る
小
規
模
企
業
に
あ
ら
す
し
て
、
純
然
た
る
大
規
模
企
業
で
あ
る
鮎
に
よ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
は
ら
す
退
職
手
當
慣
行

が
あ
た
か
も
温
情
的
制
度
の
や
う
な
外
観
を
存
す
る
の
は
、
後
進
資
本
主
義
國
で
あ
る
組
織
労
働

の
勢
力

の
薄
弱
な
我
國
に
お
い
て
、

資
本
家
は
大
企
業
の
統
制
に
家
族
主
義
的
温
情
主
義
を
振
り
か
ざ
し
、
労
働

者
も
そ
の
要
求
の
容
れ
ら
れ
る
限
り
資
本
家
側
か
ら
輻

利
施
設
と
し
て
譲
歩
す
る
こ
こ
ろ
に
安
協
せ
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
や
う
に
福
利
施
設

ざ
し
て
制
度
化
し
た
こ
だ

に
ょ
つ
て
、
い
は
ゆ
る
退
職
手
當
慣
行
中
に
は
失
業
手
當
た
る
性
質
の
も
の
以
外
に
、
擾
疾
手
當

・
老
年
手
當
を
含
め
、
功
螢
金
の

や
う
な
も
の
さ
へ
も
併
せ
定
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
否
む
し
ろ
事
業
主
ご
し
て
情
誼
的
給
與
た
る
性
質
の
認
め
ら
れ
る
功
勢
金
的
部

(
四
)

分
を
以
て
退
職
手
當
全
般
の
特
色
ご
す
る
こ
と
に
労
務

管
理
上
の
利
益
を
感
じ
た
の
は
當
然
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
解
雇

・
退
職
手
當
慣
行
の
起
源
に
封
建
的
傳
統
を
認
め
る
ε
否
ご
に
拘
は
り
な
く
、
叉
恩
恵
的
外
被
を
存
す
る
ε
否
と
を

問
は
す
、
解
雇

・
退
職
手
當
慣
行
の
實
質
中
に
解
雇
手
當

・
擾
疾
手
當

・
老
年
手
當
等
の
や
う
に
労
働
條

件
の

一
部
と
認
め
ら
る
Σ

部
分
の
存
す
る
こ
と
、
し
た
が
つ
て
被
傭
者
の
権
利
こ
し
て
要
求
し
得
る
部
分
が
承
認
さ
れ
る
こ
ご
は
通
説
ε
云

ふ
こ
と
が
で
き
る
。

(
五
)

そ

こ

に

こ
そ

こ

の
制

度

の
合

理
化

が
出

褒

す

る

の

で
あ

り

、

叉

法

制

化

の
必

要
.が

生

じ
た

の

で
あ

る
。

(
】
)

要
網

の
原
案

に
は
、
「
第

一
適
用
範
囲

」
の
二
に
「
本
法

ノ
適

用
ヲ
受

ク
ル
從
業
者

ハ
労
働
者

及
年
収

千

二
百
圓
未
満

ノ
職
員

ト

ス
ル

コ
ト
」

と
な

つ
て
ゐ
た
。



叉
從
業
者

の
醸

出
金
と
事
業

主
の
醸
出
金
と
を
共
に

「
第
二
退
職
積
立
金
」
と
し
て

一
括

し
、
そ
の
管
理
方
法
に
は
次

の
や
う

な
項
目
が
あ

つ

た
。

。

「
四

退
職
積

立
金

ハ
從
業
者

ノ
名
義

二
於
テ
郵
便
貯
金
叉

ハ
貯
蓄
銀
行

預
金
ト
シ
通
帳

ハ
事
業
主
叉

ハ
代
行
機
關

二
於

テ
之

ヲ
保
管

ス
ル

コ
ト

(
或

ハ
通
帳
ヲ
本
人

二
保
管

セ
シ
メ
沸
戻

ニ
ハ
事
業
主
ノ
承
認

ヲ
必
要
ト

ス
ル

モ
可
ナ
ル

コ
ト
)

五

事
業
主

ハ
行
政
官
鹿

ノ
認
可

ヲ
受

ケ
前
號
ト
異

ナ
ル
方
法

二
依

リ
退
職
積

立
金

ヲ
管

理

ス
ル

コ
ト
ヲ
得

ル

コ
ト

前
項

ノ
認
可
申
請

ニ
ハ
事
業
主

ハ
命
令

ノ
定

ム
ル
所

二
依

リ
從
業
者

ノ
意

見
ヲ
徴

シ
之
ヲ
添
附

ス
ル

コ
ト

事
業
主
第

一
項

ノ
認
可
ヲ
受
ケ

タ
ル
場
合

二
於

テ

ハ
退
職
積

立
金
ノ
管

理

二
付
命
令

ノ
定

ム
ル
所

二
依

リ
從
業
者

ヲ
参
加

セ
シ
ム
ル

コ
ト
」

(
二
)

末
弘
嚴
太
郎
教
授

の
『
退
職
手
當
と
積

立
金
法
案
』
(
中
央
公
論
、
昭
和

一
〇
年
九

月
號
)
参
照
、
又
後
藤
教
授
も
同
説

(
前
掲
、

一二

-

二
頁
参
照
)
。

(
三
)

色
川
幸
太
郎
『
臨
時

工
に
關
す

る
法
律
問
題
』
(
民

.
商
法
雑
誌
二
巻

五
號
)
四
七
頁
参
照
。
我
國

に
お
け
る
退
職
手
當
制
度
獲
達

の
調
査

と
し

て
重
要
資
料

と
な

つ
て
ゐ
る
協
調
會
労
働
課
編
『
退
職
手
當
制
度

の
現
歌
』
(
昭
和

五
年
調
査
)
を
根
振
と
す

る
と
き
も
同
様

の
結
論
に
な

る
。
沼
越

・
前

掲
、

三
七
i

八
頁
は

こ
の
貼
を
明
瞭

に
認
め
た
も
の
で
あ
る
。

(
四
)

解
雇

.
退
職

手
當
制
度

が
我
國
に
お

い
て
福
利

施
設
と
し

て
嚢
達
し

た
こ
と

(
社
會
局
労
働
部
編

『
工
場
鑛
山

の
福
利
施

設
調
査
』
第

二

経
済

施

設
、
昭
和
九
年

三
月
参
照
)
は
醇

風
美
俗
と
し

て
誇

る
べ
き
事
情

よ
り
も
、
む

し
ろ
當
然
行

な
は
ね
ば
な
ら
な

い
社
會

政
策
を
雇
傭
者

の
恩
恵

の
や
う
な
外
観

の
下

に
放

任
し
た
鮎
を
恥
づ
べ
き
事
情

が
多

い
の
で
あ

つ
て
、
だ
か
ら

こ
そ
杜
會

立
法
と
し

て
合
理
化
を
要
求

さ
れ
る

の
で
あ
る
。

又
解
約
告

知
期
間

(
及
び
豫
告
手
當
制
)
に
加

へ
て
解
雇
手
當

(
失
業
手
常
)
を
支
給
す
る
こ
と
は
、
外
國

に
お

い
て
も
世
界
大
職
後
の
失

業
問
題
激
化
に
件

な

つ
て
そ

の
例

が
多
く
な

つ
た

(C
f. H

aw
kins, D

ism
issal C

om
pensation, p,  848.: "A

lthough the final

stage of notice plus com
pensation is alm

ost entirely a post-w
ar developm

ent, sim
ple notice law

s in E
urope date 

back to the last century. Since theW
orld W

ar the am
ount of public attention w

hich has been given to unem

ploym
ent problem

s has greatly increased. T
he task of reabsorbing returned soldiers, the depression of 1920 and 

1929, the rationalization m
ovem

ent, and technological unem
ploym

ent have all served as. a background for the
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p
a
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s
a
g
e
 
o
f
 
f
u
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p
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u
l
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p
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L
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g
i
s
l
a
t
i
o
n
 
i
n
 
f
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r
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n
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t
r
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e
s
.

)
我
國
に
お
け
る
解
雇
.

退
職
手
常
制

の
畿
注
も
右

の
大
勢

に
対
応

す
る
も
の
と
私
は
考

へ
る
。
之

に
対
し

て
我
國

の
制
度

が
法
令

の
規
定

に
基
づ

か
な

い
慣

行
的
蛮
達

を
な
し
た
と

こ
ろ
に
そ
の
獅
印
煙
を
認

め
る
説

も
あ
る
が

(
後
藤

・
一
六
頁
及

一
七
頁
註

六
参

照
)
、

そ
れ
は
軍
に
社
會
立
法
の
後
進
國
た
る

こ
と
を
示
す
だ
け
に
過
ぎ
な

い
で
あ
ら
う
。
し
か
も
我
國

の
解

雇

・
退
職
手
當
慣
行

は
或

ひ
は
工
場
法
上

の
豫
告
手
當
と
共
に
規
程
中
に
定

め

ら
れ
た
リ
、
共
濟
組
合
制
度

の
給
與

金
制
度

と
し
て
行

は
れ
た
り
す
る
例
も
珍
ら
し
く
な

い
の
で
あ

つ
て
、
實

に
こ
れ
ら
慣
行

上
の
退
職

手
當

は
「
各
種

の
沿
革
動
機

を
有
す
る
鶴

的
産
物
」
(
北
岡
論
文
、
社
會
政
策

時
報

、
昭
和

一
〇
年

八
月
號
の
言
葉
)

た
る
と

こ
ろ
に
そ
の
特
殊
性
を

存
し
た

の
で
あ

る
。
昭
和
九
年

三
月
杜
會

局
労
働
部

『
工
場
鑛
山

の
編
利
施
設
調
査
』

に
よ
れ
ば

「
實
施
工
場
九
百
六
十
八
に
対
す

る
施

設
延

数
千

二
十
五
、
右

の
内
共
濟
組
合
に
依
ら
ざ

る
も

の
が
七
百
九
十
八
、
共
濟

組
合

に
依
る
も
の
二
百

二
十
七
を
敷

へ
、
両
者

を
併

用
し

て
實
施

す

る
も

の
が
官

設
工
場
に
多

い
。
鑛
山

に
於

て
は
、
實
施
鑛
山

七
十
に
対
す

る
施

設
延
敷

は
八
十
、
右

の
中
共
濟

組
合
に
依

ら
ざ

る
も

の
六
十

七
に
対
し

共
濟
組
合
に
依

る
も

の
が
十
三
を
数

へ
て
居
る
」

(
前
禍
、
四
八
頁
)
昭
和

十
年

の
社
會
局
労
働
部
編

『
工
場

に
於
け
る
退
職

(
解

雇
)
手
當
規

程
集
』

に
集
録
さ
れ
た
常
時
五
十
人
以
上
使
用
す

る
百
五
工
場

の
規
程
に

つ
い
て
見
て
も
、
輩
猫

の
規
程

に
よ
る
も

の
N
外

に
、

就
業
規
則
、
職

工
規
則
、
賞
與
及
諸
手
當
支
給
規
則
、
職
工
給
與
規
程
等

の
中
に
規
定

さ
れ
た
も

の
や
、
共
濟
組
合

に
依

る
も

の
が
含
ま
れ
て

ゐ
る
。
大
正
十
五
年
改
正

の
工
場
法
施
行
令

の
豫
告
手
冨

(
同

令
二
七
條

ノ
二
)
と

の
関
係

に
つ
い
て
は
沼
越

.
三
八
ー

九
頁
参
照
。
な
ほ
私

は
本
文

の
如
き
見
解
を
昭
和

十
年
十
二
月
四
日

の
法
政
學
會

研
究
會

(
本

誌
六
答

二
號
、
記
事
所
掲
)
に
お

い
て
蓮
べ
、
我
國
に
お
け
る
封
建

的
遺
智
と

の
融
合

の
過
程
に
も
言
及
し
た
。

(
五
)

後
藤
教

授
は
解
雇

・
退
職
手
當
請

求
権

に
關
す
る
從
來

の
判
例

を
研
究
し
た
上
で

(
前
掲
書
、
緒

論
第
二
章
参

照
9
法
制
化
の
必
要
と
さ

れ
る
理
由
を
要
約
し
て
次

の
諸
點
を
墨
げ
る
ー

「
(
一
)
解
雇

・
退
職
手
當
に
關
す
る
明
示
確
定
的
な
支
給
規
程

の
存
す

る
場
合
に
お

い
て
は
ゐ
判
例
は
努

め
て
被
傭
者

の
手
當
請
求
権
を
肯

認

し
た
が
、
或
ひ
は
支
給
規
程

の
專
権
的
な
改
腹
に
よ
リ
、
或

ひ
は
解
雇

・
退
職
手
當
【を
請

求

せ
ざ
る
旨
誓
約

せ
し
め
若
し
く
は
臨
時

工
の
指

稽

を
冠
す
る
等

の
方
法

に
よ
り
、
雇
主

が
被
傭
者

の
利
益

を
躁
躍
す
る
例

が
し
ば
く

あ
リ
、
判
例
は
こ

の
弊
害

の
防
止
に
お

い
て
、
必
ず
し

も
常

に
理
論
構
成
に
成
功

せ
ず

、
個
人
主
義
的
契
約
法
理
に
囚
は
れ

て
、
し
ば
く

動
揺
し
た
。

(
二
)
明
示
確
定
的
な
支
給
規
定
存
せ
ず
し

て
単
な
る

支
給

の
慣
行
あ
る
に
す
ぎ
ざ
る
場
合
に
は
、
被
傭
者

は

一
層
甚
だ
し
き
不
安
定
に
曝
さ
れ
、
判
例

の
う
ち
に
は
斯
か
る
場
合

に
つ
い



て
、
何
ら

の
躊
躇
な
く
被
傭
者

の
手
常
請
求
権
を
否
認

し
た
も

の
さ

へ
あ

つ
た
。

(
三
)
解
雇

.
退
職

手
當
請

求
権

の
差
押
性

の
鮫
如
は
、
漸

く
判
例

に
よ
り
確
立
せ
ら

れ
た
る
も
、
手
當

の
財
源
た
る
雇
主

の
積
立

金
は
雇

主
の

一
般
財
産
に
属
す
る
た
め
、

一
般
債
権
者
に
ょ
り
差
押

へ

ら

る

」
危
険
性
が
あ
リ
、
た
め
に
手
當

の
支
給
は
確
保
せ
ら
る

Σ
こ
と
が
な
か
つ
た
。
」
(
七
九
頁
)

薪
立
法
は
解
雇

・
退
職
手
當
慣
行
を
如
何
な
る
鮎
に
お
い
て
合
理
化
を
計
り
、
そ
れ
を
ざ
の
程
度
に
法
制
化
し
た
で
あ
ら
う
か
。

以
下
本
法
の
構
成
の
大
盟
に
つ
い
て
う
か
が
う
こ
ご
と
す
.る
。

(1

)
本
法
は
退
職
手
常
を
、
労
働

者
の
退
職

(
叉
は
退
職
に
準
す
べ
き
場
合
)
に
際
し
專
業
主
か
ら
支
給

す
べ
き
給
與
と
し
て

之

を
義
務
づ
け
、
退
職
手
當
中
に
普
通
手
當
と
特
別
手
當
と
の
区
別
を
認
め
た
。
特
別
手
當
は
事
業
の
都
合
に
よ
り
労
働

者
を
解
雇
し

(
六
)

た
場
合
に
特
に
加
算
し
て
支
給
す
ろ
手
當
で
あ
り
、
普
通
手
當
は
退
職
の
場
合

一
般
的
に
支
給
す
る
手
當
で
あ
る
。

山

事
業
の
都
合
に
よ
り
労
働
者
を
解
雇
し
た
場
合
は
.
原
則
こ
し
て
普
通
手
當
及
び
特
別
手
當
を
合
算

し
九
退
職
手
當
の
最
高

額
を
支
給

さ
れ
る
。
但
し
勤
続

一
年
未
満
の
者
叉
は
禁
固

以
上
の
刑
に
處
せ
ら
れ
、
も
し
く
は
背
信
行
爲
共

の
他
特
に
不
都
合
な
る

(
七
)

行
爲
あ
り
た
る
に
よ
り
解
雇
し
た
る
者
に
対
し

て
は
、
退
職
手
當
の
全
部
又
は

一
部
を
支
給
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

②
労
働

者
の
地
位
身
分
上
の
変
更
、
停
年
叉
は
雇
傭
契
約
の
満
了
等
に
よ
り
自
然
退
職
ε
認
め
ら
れ
る
場
合
、
或
ひ
は
疾
病
共

の
他
已
む
を
得
ざ
る
事
由
に
因
り
退
職
し
た
る
場
合

に
は
、
並.
通
手
當
の
全
額
を
退
職
手
當
と
し
て

支
給

さ
れ
る
が
特
別
手
當
は
支

給
さ
れ
な
い
。

③
労
働

者
が
自
己
の
都
合
に
よ
り
退
職
し
た
る
場
合

(
已
む
を
得
ざ
る
事
由
あ
る
場
合
を
除
く
)
に
は
、
勤
続

三
年
未
満
の
者

退
職
積
立
金
及
退
職
手
當
法
の
主
要
問
題

五
七
七



法

政

研

究

第
七
巻

第

二
號

五
七
八

,

(
八
)

に
は
普
通
手
當
の
杢
部
を
、
叉
勤
続

三
年
以
上
の
者
に
は
普
通
手
當
の
二
分
の

一
を
超
え
な
い
程
度
を
支
給
し
な
い
こ
ご
が
で
き
る
。

も
ち
ろ
ん
特
別
手
當
は
支
給
さ
れ
な
い
。

之
に
關

す
る
退
職
手
當
慣
行
を
.
内
務
省
社
會

局
労
働
部
昭
和
十
年
刊
行

「
工
場
に
於
け
る
退
…職

(
解
雇

)
手
當
規
程
集
」

に
集

録

さ
れ
た
常
時
五
十
人
以
上
使
用
百
五
工
場
の
規
程
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
手
當
の
名
構
に
次
の
や
う
な
区
別
が
あ
る
。

(
イ
)
解
雇

。
退
職

。
死
亡
等
の
場
合
に
共
通
し
た
単
一

の
名
構
に
て
手
當
を
支
給
す
る
場
合
は
、
四
十
六
例
で
総
数
の
四
四
%

に
當

る
。
そ
の
名
稻

に
は
、
退
職
手
當

(
叉
は
退
職
手
當
金
)

二
十
五
例
、

解
雇
手
當

(
又
は
解
雇
手
當
金
)
七
例
、

軍
に
手
當

(
叉
は
手
當
金
)
ご
稻
す
る
も
の
五
例
、
退
職
慰
艸労
金
、
退
社
手
當
が
各
二
例
、
勤
続

手
當
、
退
職
金
、
退
隠
手
當
、
恩
給
金
、
解

職
手
當
が
各

一
例
つ
つ
あ
る
。
な
ほ
単
一

名
稻
を
使
用
す
る
規
程
中
に
は
、
死
亡
等
の
場
合
の
給
與
規
定
を
訣
く
も
の
も
含
ま
れ
て

ゐ
る
。

(
口
)
解
雇

。
退
職

。
死
亡
等
の
場
合
に
よ
り
手
當
の
名
稻
を
区
別
す
る
も
の
は
、

(イ
)
以
外
の
五
十
九
例
で
、
手
當
内
容
の

区
別
も
叉
そ
れ
ら
の
名
構
も
種

々
雑
多
で
あ
る
。
す
な
は
ち

(イ
)
に
基
げ
た
十
三
種
の
名
稻
の
外
に
、
失
業
手
當
、
解
傭
手
當
、

ね

　

カ

カ

し

し

も

カ

も

り

し

う

う

い

ヵ

カ

　

ら

も

む

し

し

し

ゃ

カ

の

ヵ

カ

の

リ

セ

し

も

う

セ

も

カ

セ

し

も

ロ

し

解
傭
手
愚口田金
、
解
職
慰
螢
金
、
特
別
手
當
、
特
別
手
當
金
、
特
別
退
職
給
與
、
特
別
退
職
手
當
金
、
特
別
慰
勢
金
、
慰
艸労
金
、
割
増

慰
勢
金
、
増
手
當
.
饅
別
、
養
老
年
金
、
隙
居
料
、
救
濟
手
當
、
扶
助
手
當
、
病
氣
退
職
見
舞
金
、
死
亡
手
當
金
、
吊
慰
金
、
功
勢

金
、
功
勢
給
與
等
の
多
数
が
あ
る
。
な
ほ
退
職
手
當
と
云
ふ
名
稻
は

(イ

)
の
場
合
を
も
併
せ
て
六
十

一
例
あ
り
、
調
査
線
数
百
五

の
五
八
%
に
當

る
。
し
た
が
つ
て
本
法
が
退
職
手
當
な
る
単
一
名
稻
を
以
て
包
括
的
に
規
定
し
、
但
し
解
雇

の
場
合
に
限
り
特
別
手



(
九
)

當
と
し
て
加
算
支
給
の
方
法
を
設
け
た
こ
と
は
、
在
來
慣
行
の
整
理
方
法
と
し
て
肯
く
こ
と
が
で
き
る
。

次
に
手
當
支
給
の
事
由
や
手
當
額
に
關
し
、
慣
行
に
お
い
て
は
事
業
主
の
恣
意
的
裁
量
が
甚
だ
し
く
、

し
ば
し
ば
孚
議
の
原
因
と

(
一
〇
)

も
な
つ
た
の
を
、
本
法
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
勲
を
明
確
に
規
定
し
た
こ
と
は
本
法
の
重
要
な
効
果
と
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
。

装

に

「
本
法

二
依
ル
退
撃

當
ヲ
受
ク
ル
・
権
利

ハ
之
ヲ

難

シ
又

ハ
轟

フ
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
」
(
法
二
九
條
及

}γ∩
.條
圃
項
)
と
し
た
の
は
、

退

職

手

當

の

受

領

を

確

保

す

る
た

め

當
然

か

つ
不

可

訣

の
規

定

で
あ

る
。

(
六
)

退
職
手
當
支
給
義
務

に

つ
い
て
は
、
法

二
四
條

及
三
〇
條

二
一項

、
特
別
手
常
支
給
義
務

に
つ
い
て
は
、
法

二
六
條
及

三
〇
條

三
項
、
退
職

手
嘗

の
支
給
を
受
く
べ
き
労
働
者
死
亡
せ
る
と
き
の
支
給
に

つ
い
て
は
、
法

二
四
條
四
項
及

三
〇
條
四
項
、
施
行
令

「二

條
乃
至

二
三
條
参
照
。

支
給
義
務
違
反

の
罰
則
は
、
法

三
四
條

,.
な
ほ
手
當
額
に
關

し
て
は
後
述

の
積

立
金
制
度

を
参
照
。

(
七
)

法

二
四
條

一
項
但
書

及

三
〇
條

三
項
。
具
体
的

場

合
は
次

の
如
く

で
あ

る
。

(
1
)
勤
続

一
年
以
上

の
労
働
者
を
解
雇

の
場

合
、
普
通
手
當
並
び
に
特

別
手
當

を
支
給
せ
ざ

る
を
得

る
事
由

に
つ
い
て
、施
行
規
則

日.↓
七
條
・

二
八
條

一
項

・
三
〇
條
。

(
2
)

同
上
解
雇

の
場

合
、
特
別
手
賞

の
支
給

を
要
す
る
が
、
普
通

手
當
を

二
分
の

一
を
超
え
な

い
程
度
減
額
し
得

る
事
由
に

つ
い
て
、
施
行

規
則

二
八
條

コ
項
。

(
3
)

同

上
解
雇

の
場

合
、
普
麺
手
當

の
反
給
を
要
す

る
が
、
特
別

手
當
を
加
算

せ
ざ

る
を
得
る
事
由
に

つ
い
て
、
施
行
規
則

三
〇
條
。

(
八
)

施
行
規
則

二
九
條
。

(
九
)

軍
に
本
法
の
名
稽

の
み
に

つ
い
て
見
れ
ば

「
退
職
」
は
之
を

「
解
雇

」
以
外

の
場
合
と
解
せ
ら
れ
る
の
で
あ

つ
て
、
こ
の
貼
特

に
説
明
を

要
す

る
C
例

へ
ば
、
J
.
 
K
i
t
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k
a
,
 
T
h
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e
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2

0
)

沼
越

、
七
五
頁
i

「
慣
行

に
依

る
退
職

手
當
規
程
に
於

て
は
、
事
業

主

の
自
由
裁
量

の
範
囲
を
廣
汎

に
規
定
す
る

の
が
常

で
あ

つ
て
、

慣
行

に
依

る
制
度

の
特
徴
と
も
稻
す
べ
き
事
項
で
あ

る
。
從

來
退
職
手
富
を
以
て
事
業
主

の
恩
情

主
義

に
基
く
恩
恵
的
贈
與
な
り
と
す

る
観
念

と
、
退
職
手
當
制
度

を
趣

め
て
強
力
に
労
務
管
理
に
利
用
せ
ん
と
す

る
観
念
と
が
、
互
に
相
關

蓮
し
て
、
退
職
手
當
規
程

の
中
に
事
業
,主
の
自

由
裁
量

の
権
限
を
留
保

し
て
規
定

せ
ら
る

、
に
至

つ
た
も

の
で
あ
る
」
。

同

七
六
ー

七
頁
所
掲

の
瀧
會
局
労
働
部
刊
行

『
資
料
』

に
依

る

「慣

行

に
依
る
退
職
手
當
規
程
に
於
け
る
事
業

主
の
自
由
裁
量

に
關
す
る
調

」
を
参

照
。

璽
議

に
關

し
て
は
、
社
會
局
労
働
部
調
査
の
次

の
や
う
な
賓
料

が
あ
る
。

.

大

正

一
二

=

二

一
四

一
五

昭
和

二三四五六七

解

退

職

手

當

の

確

立

叉

は

増

額

(
二
)

二

)

(
二
)

一
七

二
八二三

二
二
八

四
〇

六
四

一
二
七

八
"

五

三

全

事

項

の

合

計

(
四
)

(
五
)

(
六
)

(

一
四
)

(
二

三
)

二
七
〇

三
三
三

二
九

三

四
九

五

三
八

三

三
九
七

五

七
六

九
〇

七

九
九

八

八
九

三

備

考
(
1
)

二
ヶ
年
以
上
に
亘
る
争
議

は
各
年
共

に

計

上
す

(
2
)
括
弧
内

の
藪
字
は
前
年

よ
リ
綴
績

の
争

議

を
示
す

(
3
)
大
正
十
五
年

以
前
は
工
場
閉
鎖
を
含
ま

ず

case of involuntary unem
ploym

ent, it w
ill be seen that in fact young and healthy w

orkers, w
ho have been only 

a few
 years in em

ploym
ent, and  w

ill probably find new
 w

ork w
ithout difficulty, also benefit by the schem

e. 

T
hus the term

 'retirem
ent" is not altogether appropriate, but it has been retained as it suggests the original 

purpose of the A
ct".



八九
一
〇

二

)

三
〇

※

二
七

(
】
二
)

山ハ
一
〇

六

二
六

※

特
に
規
模
別
の
件
数
を
示
せ
ば
、
三
十
人
未
満

一
六
、
五
十
人
未
満
七
、
百
人
夫
満

一
、
百
人
以
上
一『

計
二
七
で
あ
る
。

(11
)
退
職
手
當
の
支
給
を
確
保
す
る
方
法
ご
し
て
本
法
は
事
業
主
別
の
積
立
金
制
度
を
設
け
た
。
こ
の
制
度
は
退
職
手
當
積
立
金

制
度
と
、
準
備
積
立
金
制
度

こ
の
二
種
類

に
分
れ
、
事
業
主
を
し
て
そ
れ
ら
の

一
つ
を
任
意
に
撰
揮
さ
せ
乃
の
で
あ
る
が
、
實
際
に

は
準
備
積
立
金
制
度
の
採
用
に
つ
い
て
行
政
官
晦

の
許
可
を
要
す
る
か
ら
、
右

の
許
可
を
得
ら
れ
な
い
限
り
す
べ
て
退
職
手
當
積
立

金
制
度

に
よ
る
積
立
を
張
制
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

①

退
職
手
當
積
立
金
制
度
は
法
定
積
立
金
で
あ
つ
て
、
主
た
る
績
立
金
は
普
通
手
當
の
支
給

に
充
て
ら
れ
、
特
別
手
當
の
た
め

に
は
別
に
特
別
手
當
積
立
金
が
設
け
ら
れ
る
。

主
た
る
積
立
金

は
、
事
業
主
に
各
帥労
働
者
別
の
口
座
を
以
て
賃
金

の
百
分
の
二
に
相
當
す
る
額
及
び
事
業

主
の
負
担
能
力
に
應
じ

賃
金
の
百
分
の
三
以
内
に
相
當

す
る
額
、
合
計
し
て
賃
金
の
百
分
の
五
以
内
に
相
當
す
る
額
を
積
立
つ
る
こ
ご
を
命
じ
そ
の
管
理
方

(

一

一
)

法
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
は
ち
、
帥労
働
者
別
の
積
立
の
方
法
を
法
定
す
る
こ
と
に

よ
つ
て
、
各
艸労
働
者
に
支
給
さ
る
べ
き
手

當
の
内
容
が
、
賃
金
の
昇
給
や
勤
続
年
数
の
増
加
等
に
件
ひ
當
然
に
増
加
す
る
仕
組
ざ
な
つ
て
ゐ
る
。

特
別
手
當
積
立
金
は
事
業
主
の
全
榮
働
者
の
爲
に
包
括
的
に
積
立
て
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
労
働

者
へ
退
職
手
當
を
支

退
職
積
立
全
及
退
職
手
當
法

の
主
要
問
題

五
八

一



法

政

研

究

第
七
巻

第
二
號

五
八
二

給
し
78
か
つ
た
場
合

(
労
働
者
の
背
信
行
爲
又
は
特
に
不
都
合
な
る
行
爲
に
よ
る
懲
戒
解
雇
、
叉
は
自
己
の
都
合
に
よ
る
退
職
の
場

(
}
二
)

合

)
に
留
保
さ
れ
た
金
額
で
あ
る
。

②

準
備
積
立
金
制
度
は
事
業
主
か
ら
退
職
手
當
規
程
ご
準
備
積
立
金
規
程
ご
を
提
出
し
て
行
政
官
庁

の
許
可
を
受
け
お
も
の
で

あ
る
が
、
法
律

は
積
立
の
方
法
を
法
定
せ
す
に
、
手
當
内
容
の
最
低
標
準
を
法
定
し
て
ゐ
る
。
す
な
は
ち
普
通
手
當
の
最
低
支
給
額

を

「
少
ク
ト
モ
勤
続

一
年

二
付
標
準
賃
金
十
二
日
分

二
相
當
ス
ル
」

も
の
ざ
規
定
さ
れ
、
さ
ら
に
特
別
手
當
は
法
定
の
全
額
を
支
給

(
=
二
)

す
る
に
差
支

へ
な
い
程
度
を
標
準
ざ
し
て
許
可
が
與

へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

本
法

は
、
さ
ら
に
積
立
金
そ
の
も
の
を
保
護
す
る
た
め

一
方
冤
税
特
典
を
與

へ
る
ご
共
に
他
方
保
管
方
法
を
嚴
重
に
監
督
し
、
譲

渡

・
差
押
禁
止
の
規
定
を
も
置
い
た
。

(
A
)

「本
法

二
依
り
退
職
手
當
積
立
金
ト
シ
テ
積
立
ツ
ル
金
額

ハ
所
得
税
法
、
営
業

牧
釜
税
法
及
臨
時
利
得
税
法
ノ
適
用

二
付

テ
ハ
之
ヲ
総
損
金
叉

ハ
必
要
ノ
経
費
ト
看
倣

ス
」

の
で
あ
り
、
し
た
が
つ
て
右
の
積
立
金
額
に
対
し

て
は
道
府
縣
及
び
市
町
村
其
の

(
一
四
)

他
之
に
準
す
べ
き
も
の
が
課
視
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

(
B
)
積
立
金
の
保
管
方
法
と
し
て
は
事
業
主
の
他
の
財
産
ご
分
別
し
て
、

一

郵
便
貯
金
、
二

銀
行

へ
の
預
金
、
三

金
銭

信
託
、
四

登
録
國
債
の
四
方
法
に
限
定
し
、
か
つ
積
立
金
た
る
表
示
叉
は
記
載
を
な
し
て
積
立
つ
べ
き
も
の
ご
し
、
積
立
金
の
運

(
一
五
)

用
に
つ
い
て
は
當
局
の
監
督
を
嚴
重
に
し
國
債
供
託
を
命
じ
得
る
も
の
こ
し
た
。

(
C
)
退
職
手
當
積
立
金
に
対
し

て
事
業
主
の
有
す
る
梯
戻
叉
は
償
還
請
求
権
に
つ
き
、
事
業
主
に
は
そ
の
譲
渡
を
禁
じ
、
か
つ



(
=
()

退
職
手
當
受
給
樺
者
以
外
の

一
般
債
権

者
に
は
そ
の
差
押
を
禁
じ
た
。

退
職
手
當
慣
行
に
は
極
め
て
積
立
金
制
度
の
例
少
な
く
、
會
社
、
工
場
等
の
從
業
員
の
爲
に
積
立
金
が
在

る
場
合
で
も
、
労
働

者

の
爲

り
も
の
を
包
含
す
る
例

は
殆
ん
ご
見
ら
れ
な
か
つ
た
。
も
こ
よ
り
手
當
支
給
を
担
保

す
う
た
め
に
は
事
業
主
の
全
財
産
が
充
て

ら
れ
る
わ
け
で
は
あ
る
が
、
退
職
手
當
を
最
も
多
く
必
要
こ
す
る
や
う
な
場
合
、
す
な
は
ち
大
量
解
雇

の
行

は
れ
る
と
き
は
事
業
不

振
で
操
業
短
縮

か
贋
止
の
状
態
で
あ
る
か
ら
退
職
手
當
を
賄
ひ
得
な
い
こ
ご
が
珍
し
く
な
い
の
で
あ
る
。
又
た
ε
ひ
計
豊
的
積
立
金

を
存
す
る
場
合
で
も
、
法
律
上

一
般
財
産
か
ら
区
別
し
て
保
護

さ
れ
る
こ
ざ
が
な
い
か
ら
、
右
の
や
う
な
支
給
の
不
安
定
な
事
情
に

変
り
が
な
い
わ
け
で
あ
る
。
本
法
が
退
職
手
當
支
給
ご
共
に
積
立
金
制
度
を
義
務
づ
け
、
か
つ
法
定
の
積
立
金
に
よ
つ
て
手
當
内
容

も
當
然
に
決
定
さ
れ
る
や
う
に
し
た
の
は
た
し
か
に
合
理
化
の
名
に
値
す
る
。
し
か
し
て
退
職
手
當
積
立
金

に
対
し
冤
税
の
特
典
を

認
め
た
こ
と
は
、
從
來
事
業
主
が
積
立
を
喜
ば
な
か
つ
た
主
要
な
障
碍
の

一
つ
を
除
去
し
た
も
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
事
業
主
に
積
立

金
梯
戻
又
は
償
還
請
求
椹
の
譲
渡

を
禁

じ
か
つ
之
を
退
職
手
當
受
給
権
者
以
外
の

一
般
債
権

者
が
差
押

へ
る

こ
と
を
禁
じ
た
の
は
、

事
業
主
の

一
般
財
産
か
ら
別
途

に
積
立
金
を
設
け
る
趣
旨
か
ら
云
つ
て
鋏
く
べ
か
ら
ざ
る
保
護
方
法
で
あ
つ
た
。

退
職
手
當
積
立
金
の
保
管
方
法
及
び
之
を
運
用
す
る
場
合
の
監
督
に
關
し
て
は
、
最
初
の
要
綱
原
案
が

一
暦
進
歩
的
に
規
定

さ
れ

て
ゐ
た
。
す
な
は
ち
退
職
手
當
積
立
金
の

一
般
的
部
分

(
現
行
法
第
十
六
條
に
相
當
)
は
之
を
後
述
の
退
職
積
立
金

(
現
行
法
第
十

一
條

》
ε

一
括
し
、
そ
の
他

の
特
別
退
職
積
立
金

(
現
行
法
第

十
七
條
に
相
當
す
る
積
立
金

V
や
解
雇
手
當

準
備
金

(
現
行
法
の
特

別
手
當
準
備
金
よ
り
も
積
立
内
容
が
豊
富
で
あ
る
〉
の
す
べ
て
に
亘
り
、
車
業
主
が
法
定
以
外
の
管
理
方
法
を
行
ふ
爲
に
は
行
政
官

退
職
積
立
金
及
退
職
手
常
法
の
主
要
問
題

五
八
三



法

政

研

究

第

七
巻

第

二
號

五
八
四

(
一
七
)

廃

へ
の
認
可
申
請
に
從
業
者
の
意
見
を
添
附
す
る
を
要
し
、
且
管
理
に
つ
き
從
業
者
を
参
加
せ
し
む
べ
き
旨
規
定
し
て
ゐ
た
。
叉
議

會
に
提
出
さ
れ
た
原
法
案
に
お
い
て
も
事
業
主
が
許
可
を
受
け
す
し
て
退
職
手
當
積
立
金
叉
は
準
備
積
立
金
を
處
分
し
た
場
合
の
罰

則
は

コ
二
年
以
下
ノ
懲
役
叉

ハ
三
千
圓
以
下
ノ
罰
金
L
と
現
行
法
よ
b
重
く
規
定
さ
れ
て
ゐ
た

(
現
行
法
第

三
十
三
條
は

「
一
年
以

下
ノ
禁
錨
叉
ハ
三
千
圓
以
下
ノ
罰
金
」

-
。
差
當
つ
て
車
業
主
の
積
立
金
制
度
に
…關
す
る
本
法
の
改
正
問
題

と
し
て
取
上
げ
ら
れ
ろ

の
は
、
こ
れ
ら
後
退
的
修
正
を
被

つ
た
諸
點

の
回
復
で
あ
る
こ
ご
は
云
ふ
迄
も
な
い
。
本
法
が
議

曾
を
通
過
す
る
に
當
つ
て
、
衆
議

院
に
お
い
て
行
つ
た
附
帯
決
議
三
項
中
の

一
つ
に

「本
法

一一
依
ル
積
立
金
ノ
運
用

二
就
テ
ハ
特
別
ノ
金
庫
ヲ
設
ク
ル
等
中
小
工
業
者

及
関
係
労
働

者

二
封

シ
金
融

共
ノ
他
ノ
利
便
ヲ
計
リ
以
テ
共
ノ
福
祉

ヲ
増
進

ス
ベ
シ
」
ご
云
ふ
の
が
あ
る
こ
と
も
改
正
の

一
方
向
を

示
す
も
の
で
あ
る
。
な
ほ
積
立
金
制
度
の
合
理
化
の
目
標
が
、
社
曾
保
険

に
在

る
こ
と
に
つ
い
て
は
す
で
に
前
節

「
二
」
に
お
い
て

述
べ
た
か
ら
こ
こ
に
繰
り
返
さ
な
い
。

(
一
一
)

法

=
ハ
條

乃
至

一
八
條
、
施
行
令

一
四
條
乃
至

一
七
條

、
施
行
規

期

一
九
條
乃
至

二
三
條
参
照
。

(
一
二
)

法

二
五
條

。
な

ほ
特
別
手
當
積
立
金

の
最
高
限
度

を
定

め
る
場

合
に

つ
い
て
は
、
法

二
七
條
参

照
。

(
=
二
)

法

三
〇
條

、
施
行
規
則
三
三
條
参

照
Q

(
一
四
)

法

二
二
條

。
な

ほ

「
本
法

二
依

リ
事
業

主
ノ
積
立

ッ
べ
キ
退
職
手
當
積

立
金
及
準
備
積
立
金

ノ
額
」
を

「
賃

金
ノ
百
分

ノ
七

二
相
當

ス

ル
額

以
下
」

と
制
限
し
た

の
は

(
法
八
條
、
施
行
令
四
條
及
六
條
)
積
立
金
と
し

て
の
特
典
を
認

め
ら
れ
る
金
額

に
制
限
を
置
く
趣
旨
で
あ
る

(
菊
池

・
二
二
九
頁
参
照
)
。

(
一
五
)

法

】
九
條
乃
至
二

一
條

・
三
三
條
及

三
四
條

、
施
行
令

一
八
條
及

一
九
條
、
施
行
規
則
二
四
條
乃
至
二
六
條
及

三
二
條
参
照
。

(
一
六
)

法
二
三
條
。

(
一
七
)

本
節
日の
註

(
{
)
参
照
。



(
Ⅲ
)
本
法
は
、
事
業
主
に

「
労
働
者
ノ
賃
金
ノ
中

ヨ
リ
其
ノ
百
分
ノ
二

二
相
當

ス
ル
金
額
ヲ
各
労
働

者

二
代
リ
其
ノ
名
義
ヲ
以
テ

退
職
積
立
金
ト
シ
テ
積
立
」
て
る
こ
と
を
命
じ
て
ゐ
る
。
す
な
は
ち
こ
の
積
立
義
務
は
實
質
的
に
は
労
働
者

が
負
担
す
る
も
の
で
あ

(
}
八
)

る
が
、
手
續

的
に
は
事
業
主
が
義
務
者
蓬
し
て
違
反
を
庭
罰

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
退
職
積
立
金
は
労
働

者
に
ε
つ
て
強
制
貯
金

た
る
性
質
を
有
す
る
の
で
あ
る
か
ら
積
立
金
の
所
有
椹
は
も
こ
も
と
労
働

者
に
属
し
て
ゐ
る
。
労
働

者
は
右

の
所
有
権
に
基
づ
い
て

積
立
金
の
支
払

請
求
を
な
し
得
る
が
、
し
か
し
積
立
の
強
制
さ
れ
る
趣
旨
を
達
す
る
爲
、
労
働

者
の

「
退
職

(解
雇
及
死
亡
ヲ
含

ム
)

(
一
九
)

共
ノ
他
ノ
事
由

二
因
り
本
法
ノ
適
用
ヲ
受
ヶ
ザ
ル
ニ
至
リ
タ
ル
場
合

二
非
ザ
レ
バ
」
支
払

請
求
権

の
行
使
が
で
き
な
い
。
退
職
積
立

金
の
保
護

こ
し
て
は
管
理
方
法
が
退
職
手
當
積
立
金
の
場
合
と
同
様
で
あ
り
、
殊

に
運
用
の
監
督
に
つ
い
て
労
働
者
本
人
の
同
意
を

(
二
〇
)

要
件
と
し
た
鮎
で
當
然
な
が
ら

一
暦
愼
重
こ
な
つ
て
ゐ
る
。
そ
し
て
労
働
者
は
、
事
業
主
が
運
用

し
た
積
立
金
に
關
し
供
託
し
た
國

(
一二
)

債
に
つ
き
他
の
債
権
者
に
先
だ
つ
て
辨
濟
を
受
け
る

一
種
の
先
取
特
櫨
を
有
す
る
。
叉

「退
職
積
立
金
ノ
支
払

ヲ
受
ク
ル
ノ
権
利

ハ

之
ヲ
譲
渡

シ
又

ハ
差
押

ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
』

(
法
一
五
條
)
と
規
定
さ
れ
て
ゐ
る
。

退
職
手
當
慣
行
中
に
も
退
職
積
立
金
の
名
構
が
見
ら
れ
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
現
行
法
上
の
退
職
手
當
積
立
金
に
當
る
も
の
で
、

し
か
も
實
際
に
は
職
員
的
從
業
員
の
み
の
福
利
施
設
に
し
て
労
働
者
的
從
業
員
に
は
及
ば
な
い
も
の
で
あ
つ
た
。
本
法
の
要
綱
原
案

に
お
い
て
は
慣
行
上
の
退
職
積
立
金
に
從
業
員
の
醸
出
に
よ
る
積
立
を
も
併
せ
て
同

一
名
稻
の
下
に
規
定

し
た
け
れ
ざ
も
、
事
業
主

側
の
反
対

論
に
よ
り
結
局
現
行
法
の
や
う
な
制
度

と
な
つ
た
こ
ご
は
既
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る

(
五
八
三
i
四
頁
参
照
)
。

本
法
の
退
職
積
立
金
が
労
働

者
に
と
つ
て
強
制
貯
蓄
た
る
性
質
を
有
す
る
が
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
は
從
來
よ
り
事
業
主
が
労
務

退
職
積

立
金
及
退
騰
一手
畳
田
法

の
主
要
問
蹟
[

五
八
五



法

政

研

究

第

七
巻

第

二
號

五
八
六

管
理
の

一
方
法
と
し
て

行
な
つ
て
ゐ
る
労
働

者
の
貯
蓄

に
關
す
る
福
利
施
設
ご
相
通
す
る
も
の
が
あ
る
。
も

こ
よ
り
積
立
金
は
法
律

上
の
義
務
で
あ
り
退
職

の
際
の
み
支
払
請
求
を
な
し
得
る
鮎
で
貯
蓄
ご
異
な
る
こ
と
云
ふ
迄
も
な
い
。
し

か
し
、
ひ
ご
し
く
労
働

者

の
賃
金
中
よ
り
控
除
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
從
來
の
貯
蓄
金
に
實
質
的
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
福
利

施
設
た
る

貯
金
が
往

々
労
働
管
理
に
利
用
さ
れ
す
ぎ
、
か
つ
保
管
や
梯
戻
に
つ
い
て
不
安
の
件

ふ
こ
と
に
つ
い
て
は
工
場
法
令
の
取
締
を
必
要

(
二

二
)

ご
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
ゑ
、
た
と
ひ
本
法
の
積
立
金
と
從
來
の
貯
金
ざ
の
聞
に
法
規
的
関
係

が
な
い
に
し
て
も
、
退
職
手

當
慣
行
を
本
法
の
退
職
手
當
積
立
金
制
度
を
以
て
合
理
化
し
た
こ
同
檬
の
合
理
化
の
効
果

を
、
や
は
り
両
者

の
貯
蓄
金
の
聞

に
期
待

(
二

三
)

し
得
る
も
の
ε
考

へ
る
。

現
行
法
は
そ
の
出
嚢
黙
に
お
い
て
退
職
手
當
慣
行
の
合
理
化
ざ
普
及
を
目
的
こ
し
た
に
か
か
は
ら
す
、
何
ゆ
ゑ
に
在
來
の
慣
行
に

存
し
な
い
從
業
員
の
退
職
積
立
金
制
度
を
規
定
し
た
の
で
あ
る
か
。
こ
の
制
度
が
本
法
の
名
稻
を
二
分
し
て
ゐ
る
の
み
な
ら
す
、
本

法
の
構
成

か
ら
云
つ
て
も
前
半
に
掲
げ
ら
れ
、
多
く
の
規
定
が
退
職
手
當
に
準
用
さ
れ
る
形
式
ε
な
つ
て
ゐ
る
ご
ざ
か
ら
も

一
慮
右

の
や
う
な
疑
問
が
起

つ
て
く
る
の
で
あ
る
。
之
に
つ
い
て
は

「
事
業
主
に
対
し
退
職
手
當
支
給
の
義
務
を
課
す
る
ご
共
に
、
労
働

者

に
対
し

て
も
、
自
ら
將
來

に
備
ふ
べ
き
こ
ご
を
法
律
に
依

つ
て
明
示
し
た
る
教
育
的
意
義
を
有
す
る
制
度
」

と
稻
し
、
或

は

「
螢
資

難

、
協
空

如
の
精
神
を
具
現
せ
し
め
奮

す
る
趣
旨
に
出
で
砦

も
の
」

と
説
か
れ
て
ゐ
(㌔

ポ

し
な
が
ら
こ
の
や
う
な
自

力
更
生
的

.
勢
資
協
調
的
精
神
の
た
め
だ
け
で
設
け
ら
れ
た
制
度
と
も
受
取
れ
な
い
の
で
あ
る
。
叉
從
來
の
労
務
管
理
的
貯
蓄
金
の

制
度

の
合
理
化
を
直
接
の
目
的
ε
し
た
も
の
で
な
い
こ
と

も
先
に
述

べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
思
ふ
に
そ
れ
は
勢
資
双
方
の
掛
金
に
よ



る
失
業
保
険

制
度

へ
の
過
渡
的
試
み
と
し
て
は
じ
め
て
発
展
的
意
義
を
見
出
し
得
る
も
の
で
あ
ら
う
。
な
ほ
退
職
積
立
金
そ
の
も
の

に
対
し

て
労
働
側
か
ら
概
し
て
反
対

が
な
く
、
却
つ
て
關
東
産
業
団
体

聯
合
魯
其
他
か
ら

「退
職
手
當
の

一
部
を
労
務
者
に
負
担

せ

(
二

五
)

し
む
る
は
條
理
及
び
慣
行
に
反
す
る
こ
ご
」
ご
云
ふ
反
対
論
が
あ
つ
た
の
を
注
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
低
賃
銀

に
あ

へ
ぐ
労
働
者
か
ら

さ
ら
に
賃
銀
の

一
部
を
控
除
す
る
こ
ご
は
労
働
者
に
ご
つ
て
苦
痛
な

一
面
で
あ
る
が
、
叉
す
で
に
飴
裕
の
な
い
低
賃
銀
で
あ
る
限
り

事
業
主
に
と
つ
て
は
控
除
分
だ
け
の
賃
銀
増
額
を
よ
ぎ
な
く
さ
れ
る

一
面
が
生
す
る
の
で
あ
る
。
私
は
こ
の
見
透
し
に
お
い
て
の
み

は
じ
め
て
労
働
者
の
積
立
金
も
社
魯
政
策
的
意
義
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
も
の
ご
考

へ
る
。

二

八
)

法

一
一
條
及

三
四
條

、
施
行
令
八
條
乃
至

一
〇
條
、
施
行
規
則

一
一
條

及

一
二
條
参
照

。

(
一
九
)

法

ご

一條
。
退
職
積
立
金
の
支
払

に
關
し

て
は
法

↓
四
條

及

三
四
條
、
施
行
令

=

一條

及

=
二
條
参
照

。

(
二
〇
)

法

=

二
條

一
項
。

Q

二

)

法

=

二
條

二
項
乃
至
五
項
。
権

利
實
行

に
關
し
て
は
勅
令

「
退
職
積
立
金
及
退
職
手
當
法

ノ
供
託
國
債

二
封

ス
ル
槽
利

ノ
實
行

二
關

ス

ル
件

」
参
照
。
な
ほ
法

一二

條

・
三
〇
條

・
四

二
條

の
場
合
も
同

檬
で
あ
る
。

(
二
二
)

工
場
法
施
行
令

二
四
條
及

二
五
條

、
鑛
夫
勢
役
扶

助
規
則

一
條

一
項
七
號
。
菊
池

・

『
労
働
法
』

一
八
六
頁
参
照
。

(
一
=
二
)

沼
越

.
三
三
四
頁
乃
至

三
三
七
頁
参
照
。
な
ほ

図
団3
0
寄
"
o
℃
・
o
霊

や

M
ω
c・
●
は
も

つ
ば
ら
貯
蓄
金

の
合
理
化
を
理
由
と
し
て
ゐ
る
。

(
二
四
)

沼
越

・
一
八
頁
及

三
二
九
頁
参
照
。

(
二
五
)

關
東
産
業
団
体

聯

合
會

が
こ
の
反
対
理
由
と
し
て
述
べ
る
と
こ
ろ
次

の
如
く
で
あ
る

(
社
会
政
策
時
報
、

一
八
〇
號
、

一
六

一
頁
)

「
失
業
救
濟

の
意
味
を
以
て
支
給
す
る
解
雇
手
當

に
關
し

て
は
姑
く
之

を
措

き
、
通
常

の
退

職
手

冨
に
付

て
は
事
業

主
の
軍
濁
負
携

に
依
り
之

を

支
給
す
る
を
筋
合
と
す
る
こ
と
は
其
の
本
質
上
當
然
と
す
る
所
に
し

て
、
從
來

の
慣

行
も
亦
然
リ
。
然

る
に
労
務

者

よ
り
賃

金
の
百
分

の
二
を

積

立
て
し
め
ん
と
す
る
は
別
個

に

一
種

の
強
制
貯
金
の
制
度

を
設
く
る
趣
旨
な

る
に
於
て
は
相
當

の
意
義
を
有
す
べ
き
も
、
之
を
退
職
手
當

の

一
部
に
充
當
す
る
が
如
き
は
手
當

の
本
質
に
反
し
從
來

の
慣
行

に
惇
り
、
却

つ
て
労
務
者
を
し

て
羊

頭
狗
肉

の
感

を
抱

か
し
む
る
に
至
る
べ
し
。

退
職
積

立
金
及
退
職

手
當
法

の
主
要
問
題

五
八
七



法

政

研

究

第
七
巻

第

二
號

五
八
八

之
を
健
康
保
険

の
紹
験
に
徴
す
る
も
労
務

者

よ
り
積
立
を
爲

さ
し
む
る
場
合

に
於
て
は
結
局
其

の
金
額
は
賃
金

の
櫓
給

に
依
り
之
を
補
ふ

こ

と

Σ
な
り
、
事
業

主
全
額
負
指
と
何
等
相
揮
ぶ

こ
と
な
き
結
果
と
な

る
べ
し
。
而
も
積
立
金

の
管
理
其

の
他

に
は
自
然
第
務
者

の
關
與

を
認
む

る
必
要
を
生
じ
、
從

て
本
制
度
を
煩
項
複
雑

の
も

の
と
爲
す
に
止
ま
る
べ
し
。
」

(
VI

)
本

法

に

お
い

て

は
、

「
退

職

積

立

金

ノ
支
払

叉

ハ
退

職

手

當

ノ
支

給

二
關

ス

ル
事

項

ヲ
審

査

」

す

る
機

關

こ
し

て
、

内

務

大

(
二
六

)

臣
の
監
督
に
屡
し
、
道
府
縣
を
管
轄
匿
域
ご
す
る
退
職
金
審
査
會
を
設
置
し
た
。
殊

に

「
退
職
積
立
金
ノ
支
払

叉
ハ
退
職
手
當
ノ
支

給

二
關

ス
ル
事
項

二
付
民
事
訴
訟

ヲ
提
起
ス
ル
ニ
ハ
退
職
金
・審
査
會
ノ
霧
査
ヲ
経
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
」

る
の
で
あ
つ
て
、
こ
の
場
合
時

敷
進
行
に
よ
る
不
利
益

な
か
ら
し
む
る
た
め
、
審
査
の
請
求
を
時
敏
中
断
に
關
す
る
限
り
裁
判
上
の
請
求

と
同
様
に
看
徹
す
こ
と
に

し
虐
・七
馨

霞

會
長

一
人
及
び
委
呈

人
以
内
で
組
織
さ
れ
・
管
籠

域
を
道
府
縣
の
匿
域
と
し
て
ゐ
る
関
係
上
・
豊

に
は
地

方
長
官
が
充
て
ら
れ
る
。
九
名
以
内
の
委
員

は
、
①

官
吏
叉
は
學
識
経
験
あ
る
者
、
②

學
識
経
験
あ

る
者
の
中
特

に
事
業
経
営

の
事
情

に
通
す
る
者
、
③

學
識
経
験
あ
る
者
の
中
特

に
労
働

の
事
情

に
通
す
る
者
の
三
方
面
か
ら
各
同
数
任
命
さ
れ
る
方
針
に
な

(
二

八
)

つ
て
ゐ
る
た
め
、
實
際
上
九
人
又
は
六
人
の
二
種
類

に
蹄
着
し
て
ゐ
る
。
審
査
は
原
則
こ
し
て
書
面
審
理
に
よ
る
の
で
あ
る
が
、
手

績
の
簡
易
を
計
る
た
め
口
頭
の
請
求
を
も
認
め
、
審
査
請
求
人
又
は
関
係
人
も
審
査
會
の
請
求
に
よ
り
又
は
そ
の
承
認
を
得
れ
ば
特

に
審
査
愈

へ
出
席
し
て
事
件
に
關
す
る
説
明
が
で
き
も
の
で
あ
り
、
工
場
監
督
官

・
鑛
務
監
督
官
其
の
他
の
関
係
官
吏
も
審
査
會
の

(
二
九
)

請
求
叉
は
承
認
に
よ
り
会
議

へ
出
席
し
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
審
査
會
の
決
定
に
は
べ
つ
だ
ん
法
律
上
の
強
制
力
が
な

(
三
(
)
)

く
、

た
だ

實

際

上
調

停

及
び

和
解

の
作

用
を

持

つ
も

の

で
あ

る
。

(
二
六
)

法

三
二
條

、
施
行
令

二
四
條

・
二
五
條
及
び
三
〇
條

・
三
七
條
、
ま
た
退
職
金
審
査
會

の
名
稽
及
び
位
置
に
關
し
て
は
昭
和
十

一
年
十



こ
月

こ
十
八
日
内
務
省
告
示
第
六
百
九
十

二
條
を
参
照

。

(
二
七
)

法

三

一
條
、
施
行
令

三

一
條

・
四
〇
條
。
な
ほ

一
般
に
審
査
を
請
求
し
得

る
事
項

の
性
質
、
範
囲

に
つ
い
て
は
沼
越

・
五
九
六
…

六
C

一
頁
参
照
。

(
二
八
)

施
行
令
二
六
條
及

二
七
條

.
委
員

の
任
命
は
地
方
長
官

の
内
申

に
よ
り
内
務
大
臣
之
を
行
ふ
の
で
あ

る
が
、
委
員

の
定
数

及
び
内
申

の

方
針
に

つ
い
て
は
地
方
長
官
宛

の
通
牒
.が
あ
る

(
昭
和

一
一
、

一
二
、

二
四
勢
獲
第

一
五

三
二
號
)

(
二
九
)

審
査

の
議

事
に
關
し

て
、
施
行
令

二
八
條

・
二
九
條

・
三
二
條
乃
至

三
六
條
参
照

。

(
三
〇
)

審
査

の
決
定
及
び
そ

の
交
付
に
關

し
て
、
施
行
令

三
八
條
及

三
九
條
参
照
。

退
職
手
當
慣
行
に
お
い
て
は
當
事
者
聞
に
孚
あ
れ
ば
通
常
裁
判
所

へ
の
出
訴
に
よ
る
以
外
の
方
法
な
く
、
實
際
に
は
ほ
こ
ん
ご
訴

訟
に
至
ら
す
し
て
事
業
主
の
云
ひ
分
が
通
つ
た
の
で
あ
る
。
た
ま
た
ま
被
傭
者
が
明
白
な
規
程
上
の
根
擦

あ
る
も
の
こ
し
て
訴
訟
し

た
場
合
で
も
必
す
し
も
手
當
請
求
権
の
確
認
を
得
る
こ
ご
は
で
き
な
か
つ
た
。
本
法
は
退
職
手
當
支
給
関
係

を
法
制
化
し
た
ば
か
り

で
な
く
、
退
職
積
立
金
の
支
払
叉
は
退
職
手
當
の
支
給
に
關
す
る
事
項
を
審
査
す
る
特
別
の
機
開
を
設
け
た
こ
と
は
慣
行
合
理
化
の

趣
旨
を
貫
徹
す
る
も
の
で
あ
る
。

(
=二
)

し
か
し
な
が
ら
こ
の
種
の
特
別
労
働

裁
判
所
た
る
審
査
機
關
は
珍
ら
し
い
も
の
で
は
な
い
。
す
で
に
健
康
保
険
審
査
會
や
労
働

者

(
三

二
)

災
害
扶
助
責
任
保
険

審
査
會
は
、
そ
の
組
織

・
権
限

・
手
續
等
に
お
い
て
ほ
ぼ
本
法
の
審
査
會
の
先
例
を

な
し
て
ゐ
る
。
本
法
の
審

査
魯
は
保
険
関
係

の
も
の
で
な
い
黙
で
前
両
者

ご
異
な
る
が
、
た
だ
し
本
法
の
発
展
形
態
が
社
倉
保
険

た

る
こ
と
を
示
唆
す
る

一
面

も
あ
る
ε
考

へ
る
。
な
ほ
本
法
の
要
.綱
に
お
い
て
は
審
査
會
を
申
央

・
地
方
の
二
審
制
こ
し
て
ゐ
た
が
立
法

に
際
し
て
現
在
の
や
う

(
三
三
)

に
改
め
ら
れ
売
。
特
に
理
由
の
示
さ
れ
た
も
の
を
見
な
い
が
、
け
だ
し
手
續

の
簡
易
迅
速
を
計
つ
た
も
の
で
あ
ら
う
。

退
職
積
立
金
及
退
職
手
當
法
の
主
要
問
題

五
八
九



法

政

研

究

第
七
巻

第
二
號

五
九
〇

(
三

一
)

健
康
保
険

法
八
〇
條

.
八
二
條

・
八
三
條

・
同
法

・
施
行
令

一
〇

二
條
乃
至

一
二
三
條
、
同
法
施
行
規
則
七
二
條
乃
至
七
九
條
参
照
。

(
三
二
)
労
働

者
災
害
扶
助
責
任
保
険

法
九
條
及

一
〇
條

、
劣
働
者
災
害
扶
助
責
任
保
険

審
査
會
規

程

(
昭
和

六
年
十

二
月
二
十

八
日
勅
令
第

二

九

五
號
)
、
同
規
程
施
行
規
則

(
昭
和

六
年
十

二
月
二
十
八
日
内
務
省
令
第

三
六
號
)
参
照

。

(
三
三
)

要
綱
原
案

に
も
修

正
要
綱
に
も
次

の
如
く
示
さ
れ
た
。

「
退
職
積
立
金
審
査
會

一

地

万
退
職
積

立
金
審
査
會

ヲ
各
府
縣
巌

二
置
キ
中
央
退
職
積

立
金
審
査
會
ヲ
社
會
局

二
置

ク

コ
ト

二

退
磯
積

立
金
審
査
會

ハ
関
係
官
吏

ノ
外
事
業

主
ノ
利
益

ヲ
代

表
ス
ル
者
及
從
業
者
ノ
利
益

ヲ
代
表

ス
ル
者
ヲ
以
テ
組
織

ス
ル
コ
ト

三

退
職
積

立
金
、
特
別
退
職
積
立
金
叉

ハ
解
雇
手
當

ノ
挑
戻

、
交
付
叉

ハ
支
給

二
關

シ
事
業
主

ノ
措
置

二
不
服
ア

ル
者

ハ
地
方
退
職
積
立
金

審
査

倫臼
ノ
審

査
ヲ
請

求

シ
其
ノ
決
定

二
不
服

ア
ル
者

ハ
中
央
退

職
積
立
金
審
査
會

ノ
審
査
ヲ
請

求

シ
其
ノ
決
定

二
不
服

ア
ル
者

ハ
通
常
裁
判

所

二
訴

ヲ
提
起

ス
ル

コ
雫
ヲ
得

ル

コ
ト
」

四

適

用

の
範
囲

i

制
度
普
及
の
問
題

退
職
手
當
制
度
並日
及
の
問
題
は
慣
行
合
理
化
の
問
題
ご
切
離
し
て
了

ふ
べ
き
で
は
な
い
の
で
あ

つ
て
、
慣
行
の
合
理
化
は
制
度

の

並
日
及
・こ
密
接

に
關
聯

す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
に
は
本
法
の
適
用
範
囲
を
中
心
に
、
主

こ
し
て
制
度
普
及
の
鮎
を
考
察
す
る

こ
ご
に
す
る
。

へー

)
本
法
の
適
用
範
囲

(
張
制
的
に
適
用
せ
ら
れ
る
も
の
)
は
、
適
用
を
受
く
る
事
業
に
お
い
て
限
定
さ
れ
、
叉
適
用
を
受

く
る

從
業
…者
に
お
い
て
限
定
さ
れ
て
ゐ
る
。

qD

本
法
は
、
工
場
法
の
適
用
を
受
く
る
工
場
及
び
鑛
業
法
の
適
用
を
受
く
る
事
業
に
し
て
、

「
常
時
五
十
人
以
上
ノ
労
働
者
ヲ



使
用
ス
ル
モ
ノ

ニ
之
ヲ
適
用

ス
し
る
も
の
で
、
し
か
も
例
外
と
し
て

「主
務
大
臣

ハ
事
業
ノ
種
類
叉
ハ
規
模

ヲ
限
リ
本
法
ノ
適
用
ヲ

(

一
)

除
外
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」

る
こ
と
に

な
つ
て
ゐ
る
。
叉
本
法
は
政
府
の
事
業
に
は
適
用
さ
れ
す
、
道
府
縣
日及
び
市
町
村
註
ハの
他
之
に
準

(
二
)

す
べ
き
も
の

玉
事
業
に
關
し

(主
と
し
て
本
法
と
同
様
の
共
濟
組
合
的
施
談
あ
る
場
合
)
行
政
官
庁

の
許
可
を
得
て
適
用
を
除
外
さ
れ
る
。

右
と
は
反
対

に
、
本
法
の
適
用
を
受
け
る
事
業
が

「規
模
ノ
縮
少
其
ノ
他
ノ
事
由

二
因
リ
本
法
ノ
適
用
ヲ
受
ヶ
ザ
ル
ニ
至
リ
タ
ル

(
三
)

場
合

二
於
テ
事
業
主
其
ノ
旨
ヲ
行
政
官
庁

一一届
出
ヅ
ル
迄
」
は
依
然
と
し
て

適
用
あ
り
、
叉

「事
業
ノ
康
止
其
ノ
他
ノ
專
由

二
因
リ

本
法
ノ
適
用
ヲ
受
ヶ
ザ
ル

ニ
至
リ
タ
ル
場
合

二
於
テ
退
職
積
立
金
支
払

叉
ハ
退
職
手
當
支
給
ノ
完
了

一一
至
ル
迄

ハ
之

二
必
要
ナ
ル
限

(
四
)

度

二
於
テ
働
本
法
ヲ
適
用
」
さ
れ
る
。

退
職
手
當
慣
行
を
有
す
る
事
業
を
規
模
別
に
見
た
昭
和
十
年
七
月
の
社
會
局
調
査
に
よ
れ
ば
、
十
人
以
上
五
十
人
未
満
の
工
場
に

お
い
て
退
職
手
當
規
程
あ
る
も
の
七
六
八
で
、

こ
の
規
模
の
工
場
総
数

(
二
四
、
七
三
八
)
の
三
%
、

規
程

な
く
慣
例
の
み
の
も
の

二
、〇
九
七
で
絡
数
の
八
%
、
叉
五
十
人
以
上
の
工
場
に
お
い
て
規
程
あ
る
も
の

一
、四
四
六
で

こ
の
規
模
の
工
場
総
数

(
五
、八
五

・
b
b
、
、
b
、

(
五
)

四
V
の
こ
五
%
、
慣
例
の
み
の
も
の
八
七
五
で
総
激
の

一
五
%
と
な
つ
て
ゐ
る
。
こ
の
計
数
か
ら
す
れ
ば
本

法
に
よ
つ
て
五
十
人
以

上
の
工
場
中
ほ
ぼ
六
〇
%
が
暫
た
に
退
職
手
當
制
度
を
強
制
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
普
及
の
實
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し

す
で
に
十
人
以
上
五
十
人
未
満
の
工
場
に

一
一
%

(
二
、
八
穴
五
)
の
慣
行
を
有
す
る
も
の
が

任
意
適
用
に

委
ね
ら
れ
る
事
實
を
見

の
が
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
ご
に
、
本
法
の
立
案
に
當
り
原
要
綱
は
適
用
事
業
を
常
時
十
人
以
上
の
規
模

を
以
て
原
則
と
し
た
の

を
、
修
正
要
綱
及
び
議
會
提
毘
法
律
案
に
お
い
て
三
十
人
以
上
の
規
模
に
縮
少
さ
れ
、

つ
ひ
に
五
十
人
以
上
の
規
模

に
極
限
さ
れ
た

退
職
日積

立
金
及
退
職
鵡†
當
法
の
主
要
問
…題

五
九

一



法

政

研

究

第
七
巻

第
二
號

五
九
二

も
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
制
度
普
及
の
た
め
の
本
法
改
正
の
方
向
が
、
後
退
的
修
正
を
逆

に
辿
る
も
の
で
あ
る
こ
ご
云
ふ
ま
で
も

な
い
。

次
に
主
務
大
臣
が
適
用
除
外
を
な
し
得
る
例
外
規
定
に
つ
い
て
は
、
本
法
案
提
出
に
當
り
資
本
測
の
修

正
要
求
に
譲
歩
し
て
事
業

の
規
模
を
三
十
人
以
上
と
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
こ
の
例
外
規
定
を
設
け
て
三
十
人
以
上
五
十
人
未
満
の
規
模
の
事
業
に
除
外
例
を

(
六
)

指
定
す
る
用
意
を
示
し
た
も
の
で
あ
つ
た
.
し
か
る
に
議
曾
に
お
い
て
五
十
人
以
上
の
規
模
迄
原
則
を
修

正
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、

(
七
)

現
在
に
お
い
て
は
、
も
は
や
こ
の
例
外
規
程
を
運
用
す
る
絵
地
の
な
い
も
の
ざ
云
は
ね
ば
な
ら
な
い
。

適
用
事
業
の
種
類
に
つ
い
て
は
、
法
案

の
第

一
條
第

一
項
第
三
號
こ
し
て

「
其
ノ
他
勅
令
ヲ
以
テ
指
定

ス
ル
事
業
」
ご
あ
つ
た
の

(
八

)

を
衆
議
院
が
修
正
削
除
し
た
も
の
で
、
之
亦
將
來
の
改
正
問
題
ご
し
て
は
事
業
種
類
を
追
加
し
、

一
般
化
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

政
府
の
事
業
そ
の
他
の
例
外
規
定
に
…關
し
て
は
、
本
法
案
に
対
す

る
貴
族
院
の
希
望
決
議
中
に

「
労
働
者
保
護
立
法

二
付
テ
ハ
官

業
先
ヅ
範
ヲ
民
業

二
垂
ル
ル
ノ
方
針
ヲ
恪
守

ス
ベ
シ
」

と
云
ふ

一
項
の
あ
つ
た
こ
ご
を
注
意
す
べ
き
で
あ
ら
う
。

②
日
本
法
は
適
用
事
業
の
事
業
主
と
該
事
業
に
使
用
さ
れ
る
從
業
者
中
特
に

「
艸労
働
者
し

に
の
み
適
用

が
あ
る
。
本
法
に

「
帥労
働

者
」

と
総
す
る
の
は
、適
用
事
業
と
の
関
係

か
ら
見
て
、
工
場
法
の
適
用
を
受
く
る
工
場
に
在
り
て
は
職
工
及
び
徒
弟
、
鑛
業
法
の
適

用
を
受
く
る
事
業
に
在
り
て
は
鑛
夫
ご
解
釈

さ
れ
る
。
之
を

コ
職
工
及
徒
弟
L
「鑛
夫
」
と
列
學

せ
す
に
「
労
働
者
し
と
し
て

一
括
し
た(九

)

の
は
、
原
法
案
で
創
除
さ
れ
た

「
其
ノ
他
勅
令
ヲ
以
テ
指
定

ス
ル
事
業
」
の
労
働
者
を
も
包
含
す
る
趣
旨

に
基
づ

い
た
も
の
で
あ
る
。

(
}○
)

次

に

「
艸劣
働
者
」

の
中
で
、
左

に
揚
ぐ
る
者
に
は
本
法
の
適
用
を
除
外
さ
れ
る
。



一

六
月
以
内
の
期
間
を
定
め
て
使
用
せ
ら
る
」
者

(但
し
六
月
を
超
え
て
引
績
き
使
用
せ
ら
る
る
と
き
は
其
の
者
に
適
用
あ
リ
)

二

日
々
雇
入
れ
ら
る
」
者

(但
し
六
月
を
超
え
て
引
績
き
使
用
せ
ら
る
る
と
き
は
其
の
時
よ
り
其
の
者
に
適
用
あ
り
)

三

季
節
的
車
業
に
使
用
せ
ら
る
ゝ

者

(但
し
一
年
を
超
え
て
引
績
き
使
用
せ
ら
る
る
と
き
は
其
の
時
よ
り
其
の
者
に
適
用
あ
り
)

退
職
手
當
慣
行
中
に
は
職
員
を
対
象

ε
す
る
も
の
が
あ
り
、
い
は
ゆ
る
退
職
積
立
金
の
慣
行
は
む
し
ろ
職
員
を
主
ざ
す
る
も
の
で

あ
つ
た
。
そ
れ
で
要
綱
原
案
に
は
、
健
康
保
険

の
被
保
険

者
ざ
同
様
に
、
労
働

者
ご
共
に
年
収
干
二
百
圓
未
満
の
職
員
を
も
適
用
從

業
者
こ
し
た
が
、
資
本
側
の
反
対
強
く
職
員
を
削
除
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
今
後
の
改
正
目
標
は
職
員
を
も
包
含
せ
し
め
る

⊃

一
)

こ
こ
ろ
に
あ
る
o

本
法
制
定
の
直
接
の

】
導
火
線
を
な
し
た
臨
時
工
に
対
す

る
解
雇

・
退
職
手
當
制
適
用
の
問
題
は
、
六
ヶ
月
以
上
綴
績
使
用
さ
れ

る
者
に
限
り
本
法
の
適
用
労
働

者
と
な
る
や
う
に
取
扱
は
れ
た
。
こ
の
鐵
は
原
要
綱

で
は

コ

年
未
満
ノ
期
間
ヲ
定
メ
テ
傭

ハ
ル
ル

者
ヲ
除
ク

コ
ト
L

こ
な
つ
て
ゐ
た

か
ら
、
現
行
法
に
お
い
て
唯

一
の
進
歩
的
修
正
が
行
は
れ
た
の
で
あ
る
。

な
ほ
継
続
使
用
は
事
實

(
一
二
)

上

認

定

さ
れ

る
も

の

で
、

雇

傭

契

約
関
係

の
形

式

的

断

績

に

よ

つ

て
左

右

さ

れ

な

い

も

の

ざ
解

す

べ

き

で

あ

る

。

(
一
)

法

一
條
、
施
行
規
則

一
條

・
二
條
参
照
。
工
場
法

の
適

用
を
受
く
る
工
場

の
解
釈

に

つ
い
て
は
菊
池

『
榮

働
法
』

二
四
九
頁

以
下
、
鑛
業

法

の
適

用
を
受
く
る
事
業
に

つ
い
て
は
、
同
書

二
五
三
頁
以
下
参
照
。

N

(
二
)

法

一
〇
條
、
施
行
令

五
條
、
施
行
規
則

一
〇
條
参
照

。

(
三
)

法

二
條

、
施
行
規
則

三
條
参
照
。

(
四
)

法
九
條

、
施
行
規
則
九
條
参
照
。

(
五
)

昭
和

十
年

七
月
杜
會
局
労
働

部
調
査

「
工
場

に
於

て
退
職
手
営
規
程

の
あ
る
も

の
及
規
程
な
き
も
手
當
支
給

の
慣
例
あ
る
も
の
に
關
す

る

退
職
積
立
金
及
退
職
手
當
法
の
主
要
問
題

五
九
三



法

政

研

究

第
七
巻

第
二
號

五
九
四

調
」
(
沼
越

・
四
五
頁
採
録
)

の
表

に
よ
る
。

(
六
)

政
府

が
適

用
除
外

の
指
定

(
法
案

第

一
條
第

二
項
)
を
爲
す
べ
き
事
業

の
豫
定
と
し

て
、
貴
衆
雨
院

の
特
別
委
員
會
に
提
出
し
た
参
考
資

料

に
依
れ
ば
次

の
や
う
な
比
較
的
廣
範
囲

の
も
の
で
あ

つ
た
。

一

工
場
法

ノ
適

用
ヲ
受

ク

ル
エ
場

ニ
シ
テ
常
時
五
十
人
未
満

の
労
働
者

ヲ
使
用

ス
ル
左
ノ
事
業

製
綜
業
、
紡
績
業
及
織
物
業

(
備
老
、)

陶
磁
器
、
燐

寸
、
敢
郵
鐵
器
、
麻
眞
田
、
ゴ

ム
製
品
、
電
球

、
セ
ル
ロ
イ
ド
加
工
品
、
和
紙

ノ
製
造

工
業

二
就

テ

ハ
更

二
調
査

ノ

上
決
定

ス
ル
コ
ト

ニ

鑛
業
法

ノ
適
用
ヲ
受

ク
ル
事
業

-・一
シ
テ
常
時

五
十
人
未
満

ノ
労
働

者
ヲ
使

用
ス
ル
左
ノ
事
業

(
一
)

石
炭
鑛
業
及
亜
炭
鑛
業

(
二
)

金
属
鑛
業
及
非

金
鵬
鑛
業

〔
二

)
以
外

ノ

モ
ノ
〕

ニ
シ
テ
試
掘

ノ
ミ
ヲ
管

ム
事
業

「
右

の
適

用
除
外
を
豫
定
し
た
る
事
業
は
備
考
と
し

て
列
挙

せ
ら
れ
た
未
決
定

の
部
分
を
適

用
除
外
に
加

へ
た
場
合
に
於

て
は
、
除
外

工
場
敷

一
、

八
五

七
工
場

、
其

の
労
働
者
数

七
〇

、

一
六
九
人
、
除
外
鑛
山

敷

七
五
鑛
山

、
其
の
労
働
者
数

三
、
〇
四
六
人
、
通
計
し
て
除
外
事
業
撒

一
、
九

三
二
事
業
、
除
外
労
働

者
数

七
三
、
一
二

五
人
で
あ

る
。
使

用
労
働

者
数

三
十
人
以
上
五
十
人
未
満

の
工
場
鑛
山

の
総
数
に
対
し

、
事

業
…数
に
於
て
四
〇
%
、
、
労
働

者
数
に
於

て
四

一
%

に
當
る
。
」
沼
越

・
一
七
二
ー

三
頁
。

(
七
)

沼
越

・

一
七
三
頁
参
照
。
な
ほ
同
書

一
七
〇
ー

一
頁
掲
載

の
昭
利

八
年
十

二
月
末
現
在

、
商

工
省
工
場
統
計
表
及
社
會
局
調
査
、
規
模

別
事
業
数
及
労
働

者

比
較
は
次

の
如
く
で
あ
る
。

工

場

敷

鑛
山

藪

計

工

場
労
働

者

数
鑛
山
労
働

者

数

三
十
人

以

上

の
場

合

一
〇

、
三
七

一

六
〇

〇

】
○

、九

七

一

一
、
三
四

四
、
九

二
四

二
二
〇

、
四

五

】

五
十

人

以

上

の
場

合

五

、
八

五
四

四

=

二

六
、
二
六

七

一
、
一
七

六

.
二

二
五

二

一
二
、
八

八
〇



計

一
、
五
六

五

、
三
七

五

一
、
三
八
九

、
一
〇

五

(
備
考
)
五
十
人

以
上
と
す
る
場
合
は
、

三
十
人
以
上
と
す

る
場
合
に
比
し
、
事
業
数

に
於

て
四

三
%
を
減
じ
、
労
働

者
数

に
於

て

一
三
%

を
減

じ
て
居
る
。
但

し
本
表
は
法
第

一
條

第
二
項

に
依
る
適

用
除
外

の
事
業

を
考
慮
せ
ざ

る
統
計
で
あ
る
。

(
八
)

立
法
に
際
し

て
吐
會
大
衆
黛

や
日
本
労
働

組
合
會
議

か
ら
商
店

、
交
通
蓮
輸
事
業
に
も
適

用
す

べ
し
と
の
意
見

が
出
た
。

(
九
)

沼
越

・
二
〇

二
頁
参
照
。
後
藤

氏
は

工
場
に
關
し
職

工
の
み
を
基
げ
る
が

(
前
掲

一
一
〇
頁
)
、

も
し
右

の
職
工
中
に
工
場
法
施
行
令
第

二
八
條
以
下
の
規
定

に
從
ひ
牧
容

の
認

可
あ

り
た
ろ
徒
弟
を
包
含
し
な

い
嚴
格
な
意
味
な
ら
ば

(
同
書

一
〇

七
頁
註

一
)
狡

き
に
過
ぎ
る
で
あ

ら
う
。

な
ほ
職
工
、
鑛
夫
の
範
囲

に

つ
い
て
は
菊
池

・
前
掲

二
五
〇
ー

一
頁
及

二
五

三
頁
参
照
。

(
一
〇

)

法

五
條
。
季
節
的

事
業

の
範
囲
に

つ
い
て
は
次

の
如
く
指
定
さ
れ
た

(
昭
和

一
一
、

一
二
、
二
八
、
内
務
省
告

示
第
六
九

三
號
)
。

「
左

ノ
各
號

二
掲
グ

ル
作
業

ヲ
爲

ス
事
業

ニ
シ
テ
毎
年

一
定

ノ
時
期

二
引
績

キ
ニ
月
以
上
作
業

ヲ
休
止

ス
ル
モ
ノ

一

繭

ノ
乾
燥

二

清

酒
、
葡
萄
酒
又
は
味
淋

ノ
製
造

三

粗
製
糖

ノ
製
造

四

粗
製
澱
粉
ノ
製
造

五

魚
介
、
果
實

叉

ハ
疏
菓

ノ
類

ノ
鑓
詰
又

ハ
壕
詰

六

水
産
品

ノ
製
造

」

(
一
一
)

健
康
保
険

法
上
の
職
員

の
意
義
及
範
囲

に
關
す
る
解
釈

例
1

「
健
康
保
険

法
第
十
三
條
但
書

の

「
職
員
」
と
あ
る
は
、
主

と
し

て
精
神
的
労
働

を
以
て
事
業

の
管

理
事
務
に
從

事
す

る
者
を
謂

ふ
。
然

れ
ど

も
實
際
問
題

と
し

て
は
職
員
と
然
ら
ざ
る
者
と

の
範
囲
を
適
確
に
定

む
る
こ
と
は
甚
だ
困
難
な
る
も
の
あ
り
、
故

に
個

々
の
場
合
に
於
て
各
種

の
資
料
と
四
園

の
事
情
と
を
参
酌
し

て
決
定
す

る
の
外

な
き
も

の
と
す
」
(
昭
和

二
、

一
、

二
九
、
牧
保
第
五
六
〇
號
)
。

「
日
給
傭
員
と
錐
も
主
と
し

て
精
神
的
労
働

を
以
て
事
業

の
管

理
事
務
に
從

事
す
る
者
は
法
第
十

三
條
但
書
に
所
謂
職
員

に
該
當
す

る
も

の
と

す
」
(
昭
和

三
、
四
、

三
〇

、
保
理
第

一
、

一
七
二
號
)
.

(
一
二
)

後
藤

・
一
三
七
頁
及

】
三
八
頁
註

二
参
照
。

退
職
積
立
金
及
退
職
手
當
法
の
主
要
問
題

五
九
五



法

政

研

究

第
「七
巻

第
二
號

五
九
六

(Ⅱ
)
本
法
の
強
制
適
用
さ
れ
る
範
囲

の
事
業
に
お
い
て
、
本
法
ε
退
職
手
當
慣
行
ε
の
関
係

を
見
る
に
、
慣
行
は
當
然
に
磯
止
さ

れ
る
の
で
な
く
、
む
し
ろ
本
法
よ
り
も
労
働

者
の
保
護
に
厚
い
も
の
は
存
続
を
促
が
す
方
針
が
明
示
さ
れ
て
ゐ
る
。
以
下
、
慣
行
を

準
備
積
立
金

に
変
す
る
場
合
ε
、
慣
行
を
本
法
の
制
度
と
併
存
す
る
場
合
ε
に
分
ち
、
さ
ら
に
後
者
を
共
濟

組
合
制
度

に
基
づ
く
も

の
こ
、
し
か
ら
ざ
る
も
の
と
に
分
け
て
述
べ
る
。

①

本
法
第
三
十
條
の
準
備
積
立
金
の
制
度
に
つ
い
て
は
前
節

コ
E

の
Ⅱ
の
②

に
お
い
て
述

べ
た
が
、
之
は
專
業
主
の
磯
意

に

成
る
退
職
手
當
規
程
と
準
備
積
立
金
規
程
に
許
可
を
與

へ
る
や
り
方
で
、
福
利

施
設
と
し
て
発
達

し
た
優
良

な
退
職
手
當
慣
行
を
存

績
さ
せ
る
ご
共
に
、
本
法
の
退
職
手
當
積
立
金
ざ
の
調
和
を
計
つ
た
も
の
で
あ
る
。す
な
は
ち
從
來
優
良
な
退
職
手
當
の
支
給
規
程
の

み
を
有
す
る
事
業
は
之
に
相
鷹
す
る
準
備
積
立
金
規
程
を
定
め
る
こ
と
に

よ
つ
て
本
法
の
特
典
及
び
保
護
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

叉
相
當
の
負
憺
力
あ
る
事
業
で
労
働

者
の
解
雇

・
退
職
割
合
も
順
調
に
豫
測
さ
れ
る
や
う
な
場
合
に
は
、
法
定
の
邊
職
手
當
積
立
金

に
よ
る
張
制
を
避
け
て
、
煩
雑
な
労
働

者
別
計
算
の
手
續

に
よ
ら
す
か
つ
利
益

の
多
寡

に
拘
り
な
く
毎
年
包
括
的
に

一
定
の
準
備
積

立
を
な
す
方
法
に
よ
つ
て
も
、
本
法
の
特
典
ご
保
護
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
趣
旨
で
あ
る
。

次
に
、
準
備
積
立
金
に
は
、
法
第
四
十
二
條
に
よ
り
、
事
業
主
が
本
法
施
行
の
際
現
に
使
用
す
る
労
働
者

の
本
法
施
行
前
な
し
た

勤
務
に
対
し

て
設
け
ら
れ
て
ゐ
る
退
職
手
當
支
給
の
爲
に
行
は
れ
る
も
の
で
あ
る
。
之
は
本
法
施
行
前
の
退
職
手
當
支
給
を
確
保
す

る
趣
旨
で
あ
つ
て
、
事
業
主
は
從
來
の
慣
行
に
よ
る
退
職
手
當
規
程

(
も
し
単
な
る

慣
例
な
ら
ば
薪

た
に
退
職
手
當
規
程
こ
し
て
作

成
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
)
と
之
に
よ
る
退
職
手
當
支
給
に
充
つ
る
爲
の
準
備
積
立
金
規
程
を
提
出
し
て
行
政
官
庁

の
許
可
を
受
け
る
な
ら



(
=
二
)

ば
、
法
第
三
十
條
の
準
備
積
立
金
に
準
じ
て
特
典
及
び
保
護
を
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

法
第
四
十
二
條
の
準
備
積
立
金

は
本
法
施
行
前
か
ら
の
慣
行
た
る
退
職
手
當
支
給

に
振
向
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
法
第
三

十
條
の
準
備
積
立
金
の
や
う
な
退
職
手
當

(普
通
手
當
及
特
別
手
當
)
支
給
に
法
定
の
最
低
標
準
が
存
し
な
い
鮎
で
両
者

が
明
ら
か

に
反
別
さ
れ
る
。
し
か
し
法
第
四
十
二
條
の
準
備
積
立
金
が
法
第
三
十
條
の
そ
れ
ε
退
職
手
當
規
程
も
準
備
積
立
金
規
程
も
全
然
同

一
の
内
容

と
な
る
場
合
が
あ
b
得
る
の
で
あ

つ
て
、
こ
の
や
う
な
場
合

に
は
わ
ざ
わ
ざ
二
つ
の
準
備
積
立
金
制
度
を
併
立
す
る
こ
と

は
無
意
華

あ
る
.
そ
れ
ゆ
ゑ
本
法
の
運
崔

當
り
.
事
茎

が
法
第
三
十
條
笙

項
(
施
行
規
則

弟
三
三
條
)
及
法
第
四
十
二
條
(題
㍊

襯
)
の

規
定
に
依
り
そ
れ
ぞ
れ
行
政
官
鹿
の
許
可
を
受
け
た
後
、
準
備
積
立
金
皇
媛
を
合
併
し
て
記
載
し
其
の
計
算
を
共
通
に
す
る
取
扱
ひ

(
一
四
)

が
認
め
ら
れ
た
。

な
ほ
法
第
三
條
の
任
意
適
用
を
認
め
ら

る
る
事
業
に
お
い
て
も
準
備
積
立
金
制
度
を
存
す
る
が
、
之
に
つ
い
て
は
後
述
(Ⅲ
の
①
)

す
る
と
こ
ろ
に
ゆ
つ
る
。

②

事
業
主
及
び
労
働

者
の
出
捕
に
係
る
共
濟
組
合
が
、
本
法
施
行
の
際
現
に
退
職
手
當
に
關
す
る
規
程
を
有
す
る
場
合
、
車
業

主
之
に
つ
き
行
政
官
晦
の
許
可
を
受
け
た
、乏
き
は
、
本
法
に
よ
る
退
職
積
立
金
及
び
退
職
手
営
積
立
金
を
冤
ぜ
ら
れ
る
。
右
の
や
う

に
共
濟
組
合
を
以
て
本
法
の
積
立
金
制
度
に
代
行
し
た
場
合
に
は
、
労
働

者
が
本
法
に
よ
り
退
職
積
立
金
及
び
退
職
手
當
を
受
く
べ

き
ご
き
、
少
く
こ
も
右
に
相
當
す
る
金
額
を
共
濟
組
合
か
ら
支
給
す
る
こ
と
に
な
る
。
萬

一
共
濟
組
合
が
支
給
す
べ
き
金
額
を
支
給

(
一
五
)

し
な
い
な
ら
ば
、

「
專
業
主

ハ
組
合
ノ
支
給

セ
ザ
ル
金
額

二
相
當

ス
ル
金
額
ヲ
労
働
者

二
支
給
」
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

退
職
積
立
金
及
退
職

手
當
法

の
主
要
問
題

五
九

七



法

政

研

究

第

七
巻

第

二
號

.

五
九

八

道
府
縣
及
び
市
町
村
其
の
他
之
に
準
す
べ
き
も
の
の
事
業
に
關
し
て
も
同
様
で
あ
る
こ
と
は
先
に
述
べ
た
。

③

本
法
の
適
用
を
受
け
る
事
業
に
お
け
る
本
法
適
用
前
か
ら
存
す
る
退
職
手
當
規
程
は
、
本
注
の
適
用
に
よ
つ
て
當
然
に
塵
止

叉
は
変
更

さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
し
か
し
退
職
手
當
の
支
給
を
二
重
に
す
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、「
本
注
適
用
後
ノ
勤
務

二

封

シ
本
法

二
依
ル
退
職
手
當
ヲ
支
給

ス
ル
場
合

二
於
テ
ハ
從
前
ノ
規
定

二
依
リ
支
給

ス
ベ
キ
退
職
手
當

ハ
其
ノ
差
額
ヲ
支
給

ス
ル
ヲ

(
二
ハ)

以
テ
足
ル
」

と
規
定
さ
れ
た
。

(
=
二)

法
四
二
條
,、

(
一
四

)

沼

越

・
充
四

九

i

五

五
G

頁
参
照

。

(
一
五
℃

法
四
一
條
・
四
三
條
参
照
。

(
一
六
)
こ
の
點

に
關
す
る
種
々
な
る
場
会
の
考
察
に
つ
い
て
は
、
後
藤
・
二
九
六
頁
以
下
参
照
。

(Ⅲ
)
本
法
の
適
用
範
囲

外
の
事
業
に
お
け
る
退
職
手
當
慣
行
と
本
法
こ
の
関
係

に
つ
い
て
は
、
之
を
事
業
の
種
類
ご
し
て
は
適
用

範
囲

に
属
す
る
が
規
模
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
本
法
の
適
用
を
受
け
な
い
も
の
ご
、
規
模
の
如
何
を
問
は
す
事
業
の
種
類
が
全
然
適

用
範
囲

外
の
も
の
ご
に
分
け
る
。

①

工
場
法
適
用
工
場
及
び
鑛
業
法
適
用
事
業
に
し
て

「本
法
ノ
適
用
ヲ
受
ケ
ザ
ル
モ
ノ
ノ
事
業
主
退
…職
手
當
積
立
金
叉
ハ
退
職

手
當
及
之
ガ
支
給

二
充
ッ
ル
爲
ノ
準
備
積
立
金

二
關

ス
ル
規
程
ヲ
定
メ
行
政
官
庁

ノ
許
可
ヲ
受
ケ
タ
ル
ト
キ

ハ
其
ノ
事
業

二
第
十

一

條

(
退
職
積
立
金
強
制
-

菊
池
註
)
、
第
十
六
條
及
第
十
七
條
中
積
立
ノ
率

二
關

ス
ル
規
定
虹

二
第
三
十
條
第

三
項
ノ
規
定

(
退
職
手
當

支
給
最
低
標
準
-

鯛
池
証
)
ヲ
除
ク
ノ
外
本
法
ヲ
適
用

ス
」
。
し
か
し
て
右
の
や
う
に

一
旦
許
可
を
受
け
た
規
程
を
康
止
叉
は
変
更

せ



(
一
七
)

ん
と
す
る
ご
き
に
は
必
す
行
政
官
庁

の
許
可
を
要
す
る
。
け
ゼ
し
合
理
化
さ
れ
た
制
度
の
普
及
を
奨
働
す

る
た
め
の
方
法
と
し
て
、

行
政
當
局
の
活
用
を
期
待
さ
れ
る
規
定
で
あ
る
。
い
き
ほ
ひ
こ
の
程
度
の
事
業
に
は
、
本
法
の
制
度
に
な

る
べ
く
近
い
退
職
手
當
慣

行
を
成
立
さ
せ
る
た
め
の

.
叉
慣
行
た
る
規
程
に
つ
い
て
本
法
の
適
用
許
可
を
求
め
し
め
る
た
め
の

・
孚
議
が
頻
稜
す
る
こ
と
を
豫

想
さ
れ
る
。
そ
こ
に
本
法
適
用
範
囲

を
拡
張

す
べ
き
實
際
上
の
必
要
が
か
も
し
出
さ
れ
る
で
あ
ら
う
ご
考

へ
る
。

②

事
業
の
種
類
が
全
然
本
法
の
適
用
範
囲

外
に
あ
る
も
の
に
対
し

て
は
、
前
述
の
如
く
勅
令
を
以
て
適
用
事
業
を
接
張
指
定
す

る
本
法
案
の
第

一
條
第

一
項
第
三
號
が
削
除
さ
れ
た
結
果
、
行
政
的
手
段
こ
し
て
も
本
法
の
制
度
を
普
及
さ
せ
る
た
め
の
根
撮
を
持

た
な
い
。
し
た
が
つ
て
退
職
手
當
制
の
確
立
は
螢
資
の
實
力
的
交
渉
に
放
置
さ
れ
て
ゐ
る
。
本
法
の
制
定

は
こ
の
種
の
事
業
に
争
議

目
標
を
與

へ
る
鮎
で
影
響
が
少
な
く
な
い
。
そ
れ
は
結
局
團
體
協
約
叉
は
事
業
主
の
焚
意
に
よ
る
退
職
手
當
制
の
稜
達
を
促
が
し
、

立
法
的
解
決
の
基
礎
が
出
來
あ
が
る
で
あ
ら
う
。

(
一
七
)

法
二雫條

・
三
四
條
、
施
行
規
期
四
條
参
照
。

五

む

す

び

退
職
積
立
金
及
退
職
手
當
法
は
、
榮
働
法
の
膿
系

に
お
い
て
廣
義

の
労
働
保
護
法
に
属
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
労
働

保
護

立
法
中
、
特
に
保
険

的
技
術
に
よ
る
施
設
に
關
す
る
も
の
は
、
之
を
労
働

保
護
法
乃
至
社
魯
保
陰
法
ご
し
て
別
個
に
取
扱
は
れ
る
。

本
法
の
退
職
手
愚、田
の
内
容

は
社
會
保
険

給
付
た
る
べ
き
性
質
の
も
の
を
含
む
け
れ
ご
も
、
そ
の
制
度

は
危
険
分
散
的
保
険

技
術
を
採

退
職
積
立
金
及
退
職

手
當
法

の
主
要
問
題

五
九
九



法

政

研

究

第
七
巷

第
二
號

六
〇
〇

ら
な
い
の
で
あ

る
か
ら
、
社
魯
保
険

ご
区
別
す
る
狭
義

の
労
働
保
護
法
に
お
い
て
も
本
法
が
之
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。

労
働

保
護
法
は
、
法
規
の
保
護
す
る
内
容
に
し
た
が
つ
て
分
類
さ
れ
る
場
合
、
経
営

保
護
叉
は
危
害
豫
防

・
契
約
保
護

・
労
働
時

間
保
護

・
扶
助
が
墨
げ
ら
れ
、
叉
婦
人
及
び
年
少
者
の
保
護
を
別
個
に
基
げ
る
こ
と
も
行
は
れ
る
。
退
職
積
立
金
及
退
職
手
當
法
は
、

そ
の
内
容
に
お
い
て
賃
金
の
保
護
と
関
係

し
、
他
方
解
雇
制
限
の
作
用
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
右

の
分
類
に
よ
れ
ば
契
約
保

護
に
属
す

る
性
質
を
持
つ
て
ゐ
る
。
私
は
、
労
働
契
約
を

「
當
事
者
の

一
方
が
相
手
方
の
企
業
に
從
属
し

て
労
務

に
服
す
る
こ
と
を

約
し
、他
方
が
之
に
生
活
の
必
要
を
辮
す
る
に
足
る
報
酬
を
支
払

ふ
こ
ざ
を
約
す
る
契
約
で
あ
つ
て
、其
締
結
及
び
展
行
に
關
し
社
會

立
法
に
よ
る
統
制
の
行

は
れ
る
も
の
」
と
解
し
、
労
働
契
約
が
か
く
社
会
立
法
に
よ
つ
て
統
制
さ
れ
る
関
係

に
、
単
な
る

私
法
的
契

約
ご
異
な
る
砒
曾
法
的
契
約
こ
し
て
の
特
質
を
認
め
る
。
又
か
や
う
な
見
解
か
ら
、
労
働

保
護
立
法
中
の
契
約
保
護
に
属
す
る
も
の

(
二
)

は
労
働
契
約
法

へ
綜
合
し
て
取
扱
ふ
べ
き
も
の
と
考

へ
て
ゐ
る
。
先
に
私
が
労
働
法
の
概
論
を
試
み
た
際

に
退
職
積
立
金
及
退
職
手

當
法
を
労
働

契
約
法
中
の

一
節
こ
し
て
述

べ
た
の
は
、
本
法
實
施
早
々
の
時
機
に
お
け
る
執
筆

上
の
便
宜
以
外
に
、
右
の
趣
旨
に
基

(
三
)

つ
く
も
の
で
あ
つ
忙
。

し
か
し
な
が
ら
労
働

法
の
や
う
に
形
式
的
に
統

一
法
典
が
な
く
多
数
の
軍
行
法
か
ら
成
る
場
合
、
之
ら
を
強
ひ
て
理
論
的
膿
系
に

分
解
す
る
こ
ざ
は
適
當
で
は
な
い
で
あ
ら
う
。
特
に
我
國
の
や
う
に
労
働
立
法
が
特
殊
な
獲
達
を
し
て
ゐ
る
場
合
に
ば
、
理
論
的
禮

系
の
整
備
よ
り
も
む
し
ろ
運
用
の
實
際

に
即
し
た
叙
述
を
適
當
ご
思
ふ
。
之
を
退
職
積
立
金
及
退
職
手
當
法
に
つ
い
て
云

へ
ば
、
本

法
は
從
來
の
慣
行
を
合
理
化
す
る
こ
と
を
趣
旨
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
退
職
手
當
の
性
質
に
お
い
て
も
、
叉
之
を
確
保
す
る
手
段
に



お

い

て

も
、

複

雑

か

つ
独
特

な

も

の

で

あ

る

か

ら
、
労
働

保
護

法
中

に

特

に

一
節

を

設

け

て
叙

述

す

べ

き

も

の

で

あ

る
ざ
考

へ
る

。

(
一
)
労
働

保
護
法

の
概
念

に
つ
い
て
は
菊
池
前
掲

二
四
五
頁

以
下
参
照
。

(
二
)

九
州
帝
國
大
學
法
文
學
部
創
立
十
周

年
記
念

「
法
學
論
文
集
」
に
私
の
執

筆
し
た

『
榮
働
契
約

の
本
質
!
社
會
法
的
契
約

と
し

て
ー
』
を

参
照

。

(
三
)

新
法
學
全
集
所
牧

『
第
働
法
』
各

論
第

二
章
節
五
節
参
照
.

(
昭
和

十
二
年
七
月
稿
)

退
一職
結
…立
金
及
退
職
手
畳
田
法

の
主
要
…問
題

六
〇

一


